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４
　
オ
ン
ラ
イ
ン
サ
イ
ト
用
電
子
マ
ネ
ー
の
事
例

　
５
　
ネ
ッ
ト
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
に
お
け
る
立
替
決
済
の
事
例

五
　
海
外
の
主
要
法
令

六
　
ま
と
め

一
　
は
じ
め
に

日
本
国
の
刑
法
二
四
六
条
の
二
（
電
子
計
算
機
使
用
詐
欺
罪
）
は
、
刑
法
第
三
七
章
（
詐
欺
及
び
恐
喝
の
罪
）
の
中
に
あ
る
刑
法
二
四

六
条
（
詐
欺
罪
）
の
特
別
罪
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
詐
欺
罪
は
、
被
害
者
を
欺
罔
し
て
錯
誤
に
陥
ら
せ
、
そ
の
錯
誤
に
起
因
す
る
瑕
疵
あ
る
意
思
に
基
づ
い
て
財
物
の

交
付
や
財
産
上
の
利
益
の
提
供
な
ど
を
行
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
財
物
の
占
有
や
財
産
的
利
益
を
得
る
と
い
う
行
為
類
型
に
属
す
る
罪
で

あ
っ
て
、
定
型
的
に
、
被
害
者
自
身
を
加
害
者
の
実
行
行
為
の
道
具
と
す
る
間
接
正
犯
型
犯
罪
の
典
型
例
の
一
つ
と
し
て
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

と
こ
ろ
が
、
電
子
計
算
機
詐
欺
罪
は
、
そ
の
構
成
要
件
要
素
と
し
て
「
被
害
者
の
欺
罔
」
を
一
切
含
ま
な
い
（
被
害
者
の
欺
罔
が
含
ま

れ
る
場
合
に
は
、
通
常
の
詐
欺
罪
が
成
立
し
得
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。）。
そ
れ
ゆ
え
、
電
子
計
算
機
詐
欺
罪
は
、
詐
欺
と
い
う
犯
罪
類

型
と
は
か
な
り
異
な
る
類
型
に
属
す
る
犯
罪
で
あ
る（1
）
　
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
律
上
の
位
置
づ
け
と
し
て
は
詐
欺
罪
の
一
種
と
し
て
法
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
理
論
上
の
混
乱
が
発
生
す
る
。

結
論
か
ら
言
え
ば
、
こ
れ
は
、
単
な
る
立
法
の
誤
り
に
過
ぎ
な
い
。
立
法
担
当
者
（
当
時
）
が
事
態
の
本
質
を
正
確
に
理
解
し
て
い
な
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か
っ
た
か
、
ま
た
は
政
治
的
要
因
等
に
よ
り
妥
協
し
た
こ
と
が
そ
の
最
大
の
原
因
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。

本
稿
で
は
、
法
理
論
上
何
も
問
題
が
な
い
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
電
子
計
算
機
詐
欺
罪
に
つ
い
て
、
法
理
論
上
の
正
し
い
位
置
づ

け
を
試
み
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
多
数
蓄
積
さ
れ
て
き
た
電
子
計
算
機
使
用
詐
欺
罪
と
関
連
す
る
裁
判
例
中
の
主
要
な
も
の
を
概
観
し
、

併
せ
て
関
連
す
る
海
外
の
法
令
を
紹
介
し
、
若
干
の
検
討
結
果
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二
　
立
法
の
経
過

刑
法
二
四
六
条
の
二
（
電
子
計
算
機
使
用
詐
欺
罪
）
は
、
昭
和
六
二
年
（
一
九
八
七
年
）
の
刑
法
一
部
改
正
に
よ
り
、
刑
法
二
四
六
条

（
詐
欺
罪
）
の
特
別
罪
と
し
て
、
昭
和
六
二
年
法
律
第
五
二
号
に
基
づ
き
追
加
し
て
新
設
さ
れ
た（2
）
　
。

窃
盗
罪
で
は
な
く
詐
欺
罪
の
特
殊
類
型
の
一
つ
と
し
て
刑
法
二
四
六
条
の
二
が
設
け
ら
れ
た
理
論
的
根
拠
に
関
す
る
立
法
者
の
見
解
は
、

「
本
罪
は
、
詐
欺
罪
の
類
型
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
本
罪
が
、
電
子
計
算
機
が
い
わ
ば
人
に
代
わ
っ
て
事
務
処
理
を
行
っ
て

い
る
場
面
に
お
い
て
、
こ
れ
に
虚
偽
の
情
報
若
し
く
は
不
正
の
指
令
を
与
え
て
不
実
の
電
磁
的
記
録
を
作
出
し
、
又
は
虚
偽
の
電
磁
的
記

録
を
人
の
事
務
処
理
の
用
に
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
財
産
上
不
法
の
利
益
を
得
る
行
為
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
人
を
欺
罔

し
て
財
産
上
不
法
の
利
益
を
得
る
詐
欺
罪
に
近
い
も
の
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る（3
）
　
。

と
こ
ろ
で
、
刑
法
二
三
五
条
（
窃
盗
罪
）
は
、
財
物
の
窃
取
行
為
（
占
有
の
奪
取
）
の
み
を
構
成
要
件
行
為
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
財
産

的
利
益
を
奪
取
す
る
行
為
を
窃
盗
の
一
種
と
し
て
観
念
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し
そ
の
よ
う
な
見
解
を
採
用
す
る
と
す

れ
ば
、
現
行
の
刑
法
二
三
四
条
の
二
の
罪
を
刑
法
二
三
五
条
二
項
の
罪
（
電
子
計
算
機
利
益
窃
盗
罪
）
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
も
理
論
的

に
は
可
能
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
立
法
者
は
「
利
益
窃
盗
」
一
般
を
処
罰
す
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
的
対
応
を
避
け
る
目
的
で
、
そ
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の
よ
う
な
理
論
的
可
能
性
を
あ
え
て
回
避
し
、
国
会
に
お
い
て
紛
議
が
生
ず
る
可
能
性
を
消
滅
さ
せ
た
疑
い
が
あ
る（4
）
　
。
現
時
点
の
よ
う
に

「
物
品
」
で
は
な
く
「
役
務
」
を
中
心
と
す
る
情
報
財
取
引
が
普
通
に
な
っ
て
い
る
時
代
に
お
い
て
は
「
利
益
窃
盗
罪
」
の
新
設
そ
れ
自
体

に
つ
い
て
何
ら
異
議
が
生
ず
る
可
能
性
は
な
く
、
た
だ
そ
の
処
罰
範
囲
を
ど
の
よ
う
に
限
定
す
る
か
に
つ
い
て
の
み
争
点
と
な
り
そ
う
で

あ
る
が
、
現
実
に
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
当
時
の
時
代
状
況
か
ら
す
れ
ば
、
あ
る
種
の
限
界
（
時
代
的
制
約
ま
た
は
政
治
的
・
政
策
的

配
慮
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
社
会
状
況
）
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
し
て
い
た
と
理
解
す
る
し
か
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

他
方
、
昭
和
六
二
年
刑
法
一
部
改
正
当
時
、
英
米
の
立
法
動
向
と
し
て
も
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
詐
欺
罪
（C

o
m
p
u
ter
F
ra
u
d

）」
が
存
在
し

て
お
り
、
こ
こ
で
「
詐
欺
罪
（F

ra
u
d

）」
と
い
う
用
語
が
用
い
ら
れ
て
い
た
し
、
現
在
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
原
因
の
一
つ
に
な
っ

て
い
る
可
能
性
が
あ
る（5
）
　
。
し
か
し
な
が
ら
、
英
米
法
に
お
け
る
「F

ra
u
d

」
の
概
念
は
日
本
国
法
に
お
け
る
「
詐
欺
」
の
概
念
に
限
定
し
な

い
用
例
が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
昭
和
六
二
年
の
刑
法
一
部
改
正
前
に
は
、
日
本
国
に
お
い
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
犯
罪
や
情
報
犯
罪
あ
る
い
は
こ
れ
に
類
す
る
犯
罪
類
型
を
専
攻
す
る
研
究
者
が
ほ
ぼ
皆
無
に
近
い
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
歴
史
的

な
事
実
と
し
て
、
残
念
な
が
ら
、
英
米
の
関
連
立
法
や
判
例
法
等
に
つ
い
て
必
要
か
つ
十
分
な
検
討
・
吟
味
が
な
さ
れ
た
と
は
認
め
難
い
。

そ
の
結
果
と
し
て
、
現
行
の
刑
法
二
四
六
条
の
二
は
、
あ
く
ま
で
も
詐
欺
罪
の
特
別
罪
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

三
　
電
子
計
算
機
使
用
詐
欺
罪
の
理
論
的
位
置
づ
け

既
述
の
と
お
り
、
刑
法
二
四
六
条
の
二
（
電
子
計
算
機
使
用
詐
欺
罪
）
は
同
法
二
四
六
条
（
詐
欺
罪
）
の
特
殊
類
型
と
し
て
刑
法
典
中

に
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
例
え
ば
全
て
の
立
法
過
誤
の
場
合
に
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
形
式
的
な
法
条
の
位
置
づ
け
や
形
式
と
は
無
関
係
に
、
そ
の
本
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質
か
ら
当
該
条
項
の
法
的
性
質
や
法
的
属
性
等
を
検
討
し
、
正
し
い
論
理
関
係
を
前
提
と
し
て
合
理
的
に
法
解
釈
を
す
べ
き
こ
と
は
当
然

の
こ
と
な
の
で
、
以
下
、
そ
の
前
提
で
検
討
を
進
め
る（6
）
　
。

１
　
欺
罔
行
為

一
般
に
、「
詐
欺
」
の
概
念
は
、
読
ん
で
字
の
如
く
、
人
（
他
人
）
を
騙
す
行
為
（
欺
罔
行
為
）
を
必
須
の
本
質
的
要
素
と
し
て
い
る
。

騙
す
対
象
が
人
で
な
い
場
合
、
欺
罔
に
よ
り
錯
誤
に
陥
る
可
能
性
が
あ
り
得
な
い
の
で
、
一
般
社
会
概
念
と
し
て
の
詐
欺
に
含
ま
れ
る
こ

と
は
な
い
。

電
子
計
算
機
使
用
詐
欺
罪
で
は
、
欺
罔
さ
れ
る
べ
き
人
が
（
構
成
要
件
要
素
と
し
て
は
）
存
在
せ
ず
、
間
接
正
犯
の
道
具
と
し
て
加
害

者
に
よ
っ
て
操
作
さ
れ
る
道
具
と
し
て
の
人
も
存
在
し
な
い
。
同
罪
で
は
、
加
害
者
は
、
無
権
限
で
電
子
計
算
機
を
直
接
に
操
作
し
て
い

る
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
無
権
限
操
作
の
結
果
と
し
て
直
接
的
に
財
産
上
不
法
の
利
益
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
、
同
罪
の
実
行
行

為
中
に
は
欺
罔
行
為
に
基
づ
く
被
害
者
の
錯
誤
、
そ
の
錯
誤
に
基
づ
く
被
害
者
の
処
分
行
為
な
る
も
の
が
一
切
現
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
電

子
計
算
機
使
用
詐
欺
罪
に
お
い
て
は
、「
詐
欺
罪
」
と
い
う
名
称
が
付
さ
れ
て
お
り
な
が
ら
、
一
般
に
詐
欺
罪
の
本
質
的
部
分
で
あ
る
と
理

解
さ
れ
て
い
る
構
成
要
件
要
素
が
全
く
存
在
し
な
い
と
い
う
点
に
顕
著
な
特
徴
が
あ
る
。

ま
た
、
電
子
計
算
機
は
、
欺
罔
さ
れ
る
こ
と
も
錯
誤
に
陥
る
こ
と
も
な
い
。
も
し
電
子
計
算
機
内
で
の
計
算
処
理
に
お
い
て
人
の
錯
誤

に
類
す
る
状
態
に
陥
る
と
、
そ
の
電
子
計
算
機
が
暴
走
し
正
常
に
処
理
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
結
果
、
電
子
計
算
機
使

用
詐
欺
罪
は
、
常
に
不
能
犯
で
あ
る
か
未
遂
に
終
わ
る
こ
と
に
な
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い（7
）
　
。

本
質
的
に
、
電
子
計
算
機
は
、
電
子
計
算
機
使
用
詐
欺
罪
が
成
立
す
る
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
入
力
さ
れ
た
指
令
や
デ
ー
タ
等
を
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そ
の
ま
ま
正
し
い
も
の
と
し
て
処
理
す
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
被
害
者
に
対
す
る
欺
罔
行
為
も
被
害
者
の
錯
誤
も
な
い
。
そ
の
場
合
に

お
い
て
電
子
計
算
機
に
入
力
さ
れ
た
指
令
や
デ
ー
タ
は
、
単
に
「
権
限
の
な
い
」
入
力
で
あ
っ
た
と
い
う
だ
け
の
こ
と
に
過
ぎ
な
い（8
）
　
。

以
上
の
こ
と
か
ら
二
つ
の
理
論
的
帰
結
が
導
き
出
さ
れ
得
る
。

一
方
は
、
電
子
計
算
機
使
用
詐
欺
罪
は
、
電
子
計
算
機
と
い
う
装
置
の
無
権
限
使
用
の
一
種
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

他
方
は
、
例
え
ば
パ
ブ
リ
ッ
ク
ク
ラ
ウ
ド
の
よ
う
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
仮
想
電
子
計
算
機
シ
ス
テ
ム
等
で
は
と
り
わ
け
、
装
置
の
無
権

限
使
用
と
い
う
よ
り
は
情
報
の
無
権
限
使
用
の
一
種
と
し
て
純
化
し
て
考
え
る
べ
き
余
地
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
今
後
の
電
子
技
術
の
進
化
を
想
定
す
る
と
、
更
に
派
生
的
な
課
題
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る（9
）
　
。

以
下
、
分
け
て
論
ず
る
。

２
　
窃
盗
罪
の
特
別
類
型
と
し
て
の
法
解
釈

電
子
計
算
機
使
用
詐
欺
罪
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
刑
法
二
三
五
条
二
項
ま
た
は
同
法
二
三
五
条
の
二
と
し
て
立
法
さ
れ
る
べ
き
法
的
性
格

を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
パ
チ
ン
コ
球
遊
機
を
例
に
と
っ
て
考
え
て
み
る
と
明
ら
か
で
あ
る
。
例
え
ば
、
パ
チ
ン
コ
球
遊
機
に
対
し
永
久
磁
石
等

を
用
い
て
パ
チ
ン
コ
玉
を
誘
導
し
、
パ
チ
ン
コ
玉
（
財
物
）
の
出
玉
を
多
く
す
る
よ
う
に
し
て
こ
れ
を
取
得
し
た
場
合
、
窃
盗
罪
（
刑
法
二

三
五
条
）
が
成
立
す
る
こ
と
に
つ
い
て
異
論
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る（10
）
　
。
こ
の
場
合
、
被
害
者
に
対
す
る
欺
罔
行
為
が
存
在
し
得
ず
、
機

械
装
置
を
無
権
限
で
操
作
し
て
財
物
の
占
有
を
取
得
す
る
行
為
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
全
く
同
様
の
行
為
を
実
行
し
、
パ
チ
ン

コ
玉
で
は
な
く
景
品
交
換
可
能
な
電
磁
的
記
録
（
景
品
交
換
ポ
イ
ン
ト
な
ど
）
を
得
た
と
い
う
事
案
を
想
定
し
て
み
る
と
、
そ
の
場
合
に
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は
、
財
物
の
占
有
を
取
得
す
る
行
為
は
存
在
し
な
い
が
、
財
産
上
の
利
益
を
得
る
行
為
は
存
在
し
、
電
子
計
算
機
使
用
詐
欺
罪
が
成
立
し

得
る（11
）
　
。
つ
ま
り
、
こ
の
二
つ
の
種
類
の
犯
罪
は
、
結
果
と
し
て
財
物
の
奪
取
が
成
立
す
る
か
利
得
が
成
立
す
る
か
の
相
違
し
か
存
在
せ
ず
、

い
ず
れ
も
欺
罔
行
為
を
要
素
と
し
な
い
無
権
限
に
よ
る
機
械
装
置
の
操
作
で
あ
る
と
い
う
点
で
全
く
同
じ
犯
罪
類
型
に
属
す
る
と
い
う
こ

と
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
関
係
を
模
式
的
に
示
す
と
表
１
の
よ
う
に
な
る（12
）
　
。

表
１
　
犯
罪
と
し
て
の
位
置
づ
け

財
物
の
奪
取

利
得

欺
罔
行
為
あ
り

刑
法
二
四
六
条
一
項

刑
法
二
四
六
条
二
項

欺
罔
行
為
な
し

刑
法
二
三
五
条

刑
法
二
四
六
条
の
二

現
行
法
は
、
詐
欺
罪
の
特
別
類
型
と
い
う
位
置
づ
け
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
立
法
上
の
過
誤
の
一
種
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ

り
、
立
法
上
の
体
裁
・
形
式
に
と
ら
わ
れ
ず
、
犯
罪
と
し
て
の
本
質
に
基
づ
く
法
理
論
上
の
位
置
づ
け
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
。

３
　
機
器
の
無
権
限
使
用
と
し
て
の
構
成

既
述
の
と
お
り
、
例
え
ば
、
パ
チ
ン
コ
球
遊
機
の
事
例
を
想
定
し
て
み
れ
ば
理
解
可
能
な
と
お
り
、
何
ら
か
の
財
物
を
出
力
す
る
自
動

機
械
を
不
正
に
操
作
し
て
財
物
を
取
得
す
る
行
為
は
、
犯
罪
と
し
て
は
窃
盗
罪
で
あ
る
が
、
犯
罪
論
的
に
は
自
動
機
械
の
無
権
限
使
用
と
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い
う
類
型
に
属
す
る
行
為
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
同
様
に
、
電
子
装
置
に
よ
っ
て
作
動
す
る
自
動
機
械
を
不
正
に
操
作
し
て
利
得
を
得
る

行
為
は
、
犯
罪
と
し
て
は
電
子
計
算
機
使
用
詐
欺
罪
を
構
成
し
得
る
が
、
犯
罪
論
的
に
は
同
じ
く
自
動
機
械
の
無
権
限
使
用
と
い
う
類
型

に
属
す
る
行
為
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
行
為
は
、「
電
子
装
置
を
組
み
込
ん
だ
機
械
装
置
の
無
権
限
使
用
」
と
い
う
行
為
類
型
と
し
て
ひ
と
く
く
り

に
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

現
行
の
刑
法
は
、
こ
の
よ
う
な
犯
罪
類
型
が
社
会
に
登
場
す
る
よ
り
も
は
る
か
に
以
前
に
構
築
さ
れ
た
犯
罪
論
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
基
づ

い
て
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
代
社
会
に
お
け
る
実
際
と
刑
法
上
の
犯
罪
類
型
の
構
成
と
の
間
に
齟
齬
が
存
在
し
て
い
る
と
理
解

す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

今
後
の
立
法
論
と
し
て
は
、
既
に
別
稿（13
）
　
に
お
い
て
提
唱
し
て
き
た
と
お
り
、「
権
限
」
と
い
う
概
念
を
中
心
に
犯
罪
類
型
の
組
み
換
え
作

業
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る（14
）
　
。

４
　
無
権
限
情
報
操
作
行
為
と
し
て
の
構
成

既
述
の
「
機
器
の
無
権
限
使
用
」
と
い
う
考
え
方
を
更
に
進
め
、
電
子
計
算
装
置
が
組
み
込
ま
れ
た
機
器
類
に
対
し
て
無
権
限
使
用
と

い
う
行
為
が
実
行
さ
れ
た
と
い
う
事
案
を
想
定
し
た
場
合
、
外
形
的
な
社
会
的
事
実
と
し
て
は
、
明
ら
か
に
機
器
と
い
う
物
体
の
無
権
限

使
用
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
本
質
で
あ
る
構
成
要
件
要
素
を
考
察
し
て
み
る
と
、
要
す
る
に
、
機
器
の
動
作
を
支
配
し
て
い
る
電
子
計
算
機

を
無
権
限
で
支
配
す
る
行
為
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
無
権
限
情
報
操
作
行
為
と
し
て
認
識
・
理
解
す
る
こ
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と
が
で
き
る
。

一
般
に
「
ハ
ッ
キ
ン
グ
（
ク
ラ
ッ
キ
ン
グ
）
不
可
能
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
は
存
在
し
な
い
」
と
言
わ
れ
る
と
お
り
、
お
よ
そ
電

子
装
置
に
は
必
ず
何
ら
か
の
脆
弱
性
要
素
が
存
在
す
る
か
ら
、
当
該
行
為
の
日
本
国
法
に
お
け
る
不
正
ア
ク
セ
ス
罪
の
成
否
に
つ
い
て
は

一
応
措
く
と
し
て
、「
無
権
限
で
操
作
さ
れ
る
可
能
性
（
無
権
限
で
支
配
さ
れ
る
可
能
性
）
を
完
全
に
排
除
す
る
こ
と
の
で
き
る
電
子
装
置

は
存
在
し
な
い
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
も
決
し
て
誇
張
と
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
無
線
通
信
可
能
な
Ｐ
Ｃ
や
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
の

よ
う
な
比
較
的
小
さ
な
機
器
類
だ
け
で
は
な
く
、
旅
客
機
や
自
動
車
の
よ
う
な
大
き
な
物
体
で
あ
っ
て
も
、
あ
る
い
は
、
交
通
管
制
シ
ス

テ
ム
な
ど
の
よ
う
な
大
掛
か
り
な
施
設
・
機
器
類
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
支
配
を
奪
い
、
遠
隔
で
操
作
す
る
こ
と
が
（
少
な
く
と
も
机
上
の

理
論
と
し
て
は
）
可
能
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
発
想
は
、
い
ま
だ
萌
芽
的
な
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
電
子
装
置
が
社
会
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
部
面
で
普

及
・
応
用
さ
れ
て
い
る
現
代
社
会
の
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
抽
象
モ
デ
ル
と
し
て
、「
無
権
限
情
報
操
作
行
為
」
を

観
念
す
る
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
と
考
え
る
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
新
た
な
モ
デ
ル
を
前
提
と
す
る
と
、
電
子
計
算
機
を
組
み
込
ん
だ
機
械
装
置
を
無
権
限
で
使
用
す
る
行
為
は
、
無

権
限
情
報
操
作
行
為
と
し
て
も
観
念
可
能
で
あ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
機
械
に
対
し
て
実
行
さ
れ
る
窃
盗
行
為
や
電
子
計
算

機
使
用
詐
欺
行
為
は
、
い
ず
れ
も
無
権
限
情
報
操
作
行
為
の
一
種
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

５
　
近
未
来
の
課
題

Ｓ
Ｆ
（
空
想
科
学
小
説
）
で
は
な
く
現
実
の
問
題
と
し
て
、
人
工
知
能
の
仕
組
み
を
組
み
込
み
比
較
的
高
度
な
判
断
作
業
を
実
行
可
能
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な
ロ
ボ
ッ
ト
等
の
自
動
機
械
が
開
発
さ
れ
続
け
て
お
り
、
そ
の
中
の
幾
つ
か
は
既
に
社
会
の
中
に
入
り
込
ん
で
い
る
。
掃
除
用
の
ロ
ボ
ッ

ト
の
よ
う
に
誰
か
ら
見
て
も
ロ
ボ
ッ
ト
の
一
種
で
あ
る
と
認
識
可
能
な
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
例
え
ば
、
自
動
車
の
自
動
操
縦
装
置
や
各

種
制
御
装
置
の
よ
う
に
自
動
車
と
い
う
機
械
装
置
の
内
部
に
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
外
見
上
で
は
電
子
計
算
機
の
一
種
の
よ
う
に
見
え
な

い
も
の
も
含
め
る
と
、
通
常
予
想
さ
れ
て
い
る
以
上
に
こ
の
種
の
高
度
な
ロ
ボ
ッ
ト
が
社
会
内
に
普
及
し
続
け
て
い
る
と
い
う
現
実
を
認

識
・
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
し
て
、
お
そ
ら
く
比
較
的
近
未
来
の
社
会
に
お
い
て
は
、
人
間
の
生
体
脳
の
機
能
を
代
替
可
能
な
電
子
装
置
ま
た
は
有
機
計
算
組
織

（
バ
イ
オ
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
一
種
）
が
開
発
さ
れ
、
脳
の
代
わ
り
に
人
間
の
頭
蓋
骨
の
中
に
埋
め
込
ま
れ
、
人
間
の
思
考
作
用
と
似
た
よ
う

な
思
考
作
業
を
実
行
す
る
け
れ
ど
も
、
本
質
的
に
は
完
全
な
ロ
ボ
ッ
ト
で
あ
る
か
サ
イ
ボ
ー
グ
で
あ
る
よ
う
な
特
殊
な
存
在
が
社
会
の
中

で
機
能
し
始
め
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
論
理
的
な
組
み
合
わ
せ
と
し
て
は
、
生
体
脳
と
電
子
計
算
機
の
両

方
を
協
調
さ
せ
て
機
能
さ
せ
る
よ
う
な
共
存
型
の
状
況
を
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
ま
た
は
サ
イ
ボ
ー

グ
的
な
存
在
は
比
較
的
現
実
味
の
あ
る
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
現
時
点
で
、
既
に
感
覚
器
と
い
う
生
体
組
織
の
多
く

が
電
子
的
な
機
械
装
置
と
置
き
換
え
可
能
な
状
態
と
な
っ
て
い
る
（
換
言
す
る
と
、
臓
器
と
機
械
装
置
と
の
境
界
が
既
に
消
失
し
て
し
ま
っ

て
い
る
。）。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
高
度
に
電
子
機
器
が
発
達
し
、
人
間
の
生
体
内
に
組
み
込
ま
れ
て
利
用
さ
れ
る
よ
う
な
状
況
が
更
に
進
み
、
も
し

人
間
の
生
態
脳
の
部
分
を
完
全
に
電
子
計
算
機
に
置
き
換
え
た
よ
う
な
存
在
が
成
立
し
た
と
仮
定
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な
存
在
に
対
し
て

は
、
電
子
計
算
機
に
対
す
る
欺
罔
行
為
や
電
子
計
算
機
の
錯
誤
は
あ
り
得
な
い
こ
と
な
の
で
、
詐
欺
罪
が
成
立
す
る
こ
と
は
な
い
。
仮
に

外
見
上
で
は
完
全
な
人
間
に
対
す
る
詐
欺
行
為
が
実
行
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
人
間
で
は
な
く
ロ
ボ
ッ

ト
（
電
子
装
置
を
組
み
込
ん
だ
機
械
装
置
の
一
種
）
で
あ
る
限
り
、
人
間
に
対
す
る
欺
罔
行
為
と
欺
罔
さ
れ
た
人
間
の
錯
誤
を
必
須
の
構
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成
要
件
要
素
と
す
る
詐
欺
罪
で
は
な
く
、
純
然
た
る
機
械
装
置
に
対
し
て
実
行
さ
れ
る
窃
盗
罪
ま
た
は
電
子
計
算
機
使
用
詐
欺
罪
だ
け
が

成
立
可
能
と
い
う
事
態
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る（15
）
　
。

ロ
ボ
ッ
ト
の
高
度
化
は
普
通
の
人
々
が
通
常
予
測
し
て
い
る
よ
り
も
は
る
か
に
速
く
現
実
に
進
行
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
事
態

の
発
生
は
、
机
上
の
空
論
で
は
な
く
、
現
実
味
の
あ
る
想
定
の
一
部
と
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
刑
法
だ
け
で
は
な
く
、
法
哲
学
一
般
に
お
い
て
、
自
由
な
意
思
を
も
つ
と
さ
れ
る
人
間
以
外
の
存
在
が
行
為
の
主
体

ま
た
は
客
体
と
な
る
よ
う
な
状
態
を
前
提
と
し
た
研
究
は
未
だ
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
よ
う

な
事
態
に
適
用
可
能
な
刑
法
理
論
も
ま
た
不
在
の
状
態
が
続
い
て
い
る
。

四
　
電
子
計
算
機
使
用
詐
欺
罪
と
関
連
す
る
裁
判
例

電
子
計
算
機
使
用
詐
欺
行
為
が
現
実
に
ど
れ
く
ら
い
存
在
す
る
か
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
認
知
さ
れ
た
事
件
数
に

つ
い
て
は
警
察
庁
に
よ
っ
て
毎
年
統
計
結
果
が
公
表
さ
れ
て
い
る（16
）
　
。
し
か
し
な
が
ら
、
暗
数
を
含
め
る
と
、
通
常
推
測
さ
れ
て
い
る
以
上

の
数
の
電
子
計
算
機
使
用
詐
欺
事
犯
が
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

そ
し
て
、
電
子
計
算
機
使
用
詐
欺
罪
に
よ
り
有
罪
と
さ
れ
た
事
件
の
判
決
の
う
ち
、
公
刊
さ
れ
て
い
る
も
の
は
か
な
り
少
な
い
。

本
論
文
で
は
、
電
子
計
算
機
使
用
詐
欺
罪
に
よ
り
有
罪
と
さ
れ
た
判
決
中
の
主
要
な
も
の
に
つ
い
て
概
観
し
、
そ
の
中
の
何
件
か
に
つ

い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。
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１
　
金
融
機
関
の
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
の
事
例

東
京
地
裁
八
王
子
支
部
平
成
二
年
四
月
二
三
日
判
決
・
判
例
時
報
一
三
五
一
号
一
五
八
頁（17
）
　

（
事
案
）

青
梅
信
用
金
庫
に
お
い
て
内
国
為
替
業
務
等
の
事
務
処
理
を
担
当
し
て
い
た
被
告
人
Ｘ
が
、
被
告
人
Ｙ
と
共
謀
の
上
で
、
被
告
人
Ｘ
に

お
い
て
、
昭
和
六
二
年
一
二
月
一
四
日
か
ら
昭
和
六
三
年
一
一
月
一
〇
日
ま
で
の
間
前
後
五
回
に
わ
た
り
、
い
ず
れ
も
青
梅
信
用
金
庫
事

務
集
中
部
に
お
い
て
、
同
金
庫
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
の
端
末
機
を
操
作
し
て
、
同
金
庫
本
部
電
算
部
に
設
置
さ
れ
同
金
庫
の
預
金
残
高

管
理
、
受
入
れ
、
払
戻
し
、
為
替
電
文
の
発
・
受
信
等
の
事
務
処
理
に
使
用
さ
れ
て
い
る
電
子
計
算
機
に
対
し
、
実
際
に
は
振
込
依
頼
を

受
け
た
事
実
が
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
被
告
人
Ｙ
が
株
式
会
社
三
菱
銀
行
六
本
木
支
店
ほ
か
一
行
に
設
け
て
い
た
普
通
預
金
口
座
に

振
込
が
あ
っ
た
」
旨
の
虚
偽
内
容
の
情
報
を
与
え
、
全
国
銀
行
デ
ー
タ
通
信
セ
ン
タ
ー
東
京
セ
ン
タ
ー
に
設
置
さ
れ
て
い
る
電
子
計
算
機

等
に
接
続
さ
れ
て
い
る
記
憶
装
置
の
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
記
憶
さ
れ
た
普
通
預
金
口
座
の
預
金
残
高
の
金
額
に
つ
い
て
、
財
産
権
の
得
喪
・

変
更
に
係
る
不
実
の
電
磁
的
記
録
を
作
り
、
よ
っ
て
、
財
産
上
不
法
の
利
益
を
得
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

（
争
点
）

外
形
的
事
実
に
つ
い
て
は
、
電
子
計
算
機
使
用
詐
欺
罪
の
実
行
行
為
が
あ
っ
た
と
認
め
る
ほ
か
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
本
件
で
は
、
青

梅
信
用
金
庫
の
従
業
員
で
は
な
い
被
告
人
Ｙ
に
つ
い
て
、
電
子
計
算
機
使
用
詐
欺
罪
の
故
意
の
成
立
が
争
点
と
な
っ
た
。
被
告
人
Ｙ
の
弁

護
人
の
主
張
は
、「
同
被
告
人
に
は
信
用
金
庫
の
電
子
計
算
機
処
理
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
初
歩
的
知
識
も
な
く
、
本
件
各
犯
行
の
謀
議
を
な
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し
得
る
に
必
要
な
基
本
的
知
識
を
欠
い
て
い
た
と
し
て
、
同
被
告
人
に
本
件
各
犯
行
の
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
こ
と
に
つ
き
疑
問
を
提
起

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
被
告
人
Ｘ
の
弁
護
人
は
、
被
告
人
ら
の
本
件
各
犯
行
は
、
単
一
の
意
思
の
下
に
反
覆
継
続
し
て
な
さ
れ
た
同
種
の

犯
行
で
あ
っ
て
、
全
体
が
包
括
的
一
罪
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
平
成
元
年
三
月
三
日
以
降
に
な
さ
れ
た
本
件
各
追
起
訴
は
、
い
ず
れ

も
本
起
訴
と
二
重
起
訴
の
関
係
と
な
り
、
そ
の
公
訴
を
棄
却
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
被
告
人
Ｘ
は
、
被
告
人
Ｙ
か
ら
暴
行
脅
迫
を
受
け

て
や
む
な
く
本
件
各
犯
行
を
実
行
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
り
、
被
告
人
Ｘ
に
は
適
法
行
為
の
期
待
可
能
性
が
存
在
し
な
い
か
ら
、
同
被

告
人
は
無
罪
で
あ
る
」
と
主
張
し
た
。

（
裁
判
所
の
判
断
）

裁
判
所
は
、「
被
告
人
Ｙ
の
共
同
正
犯
の
成
否
に
つ
い
て
は
、
関
係
各
証
拠
に
よ
れ
ば
、
同
被
告
人
は
、
振
込
先
の
預
金
口
座
を
自
ら
開

設
し
て
お
り
、
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
の
具
体
的
操
作
方
法
や
仕
組
み
に
つ
い
て
の
正
確
な
知
識
ま
で
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
被
告
人
Ｘ

が
信
用
金
庫
の
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
の
不
正
操
作
を
し
て
本
件
各
振
込
を
す
る
と
い
う
認
識
は
有
し
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
本
件

の
背
任
罪
は
も
と
よ
り
電
子
計
算
機
使
用
詐
欺
罪
に
つ
い
て
も
、
そ
の
構
成
要
件
的
事
実
の
認
識
と
し
て
は
十
分
で
あ
っ
て
、
被
告
人
Ｙ

に
は
本
件
各
犯
行
の
共
同
正
犯
と
し
て
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
。

（
若
干
の
検
討
）

共
謀
関
係
の
成
立
に
必
要
な
故
意
の
具
体
的
内
容
と
実
行
犯
に
つ
い
て
電
子
計
算
機
使
用
詐
欺
罪
が
成
立
す
る
た
め
に
求
め
ら
れ
る
故

意
の
具
体
的
内
容
と
が
そ
の
精
粗
に
お
い
て
異
な
る
こ
と
が
あ
り
得
る
こ
と
に
な
る
。
弁
護
人
の
主
張
は
、
ま
さ
に
そ
の
点
を
突
い
た
も

の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
般
に
、
共
謀
関
係
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
実
行
犯
の
行
為
の
詳
細
に
つ
い
て
ま
で
認
識
・
認
容
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、

概
括
的
に
せ
よ
実
行
行
為
の
概
要
と
そ
の
結
果
に
つ
い
て
認
識
・
認
容
が
あ
れ
ば
足
り
る
と
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
故
意
の
内
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容
に
お
い
て
精
粗
の
差
が
出
て
し
ま
う
こ
と
は
必
然
で
あ
り
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
仮
に
実
行
犯
と
同

程
度
に
詳
細
・
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
の
認
識
・
認
容
が
求
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
お
よ
そ
共
犯
者
間
に
共
謀
関
係
が
認
め
ら
れ
る
余

地
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

名
古
屋
地
裁
平
成
九
年
一
月
一
〇
日
判
決
・
判
例
時
報
一
六
二
七
号
一
五
八
頁

（
事
案
）

被
告
人
両
名
は
、
Ｃ
及
び
Ｄ
と
共
謀
の
上
、
株
式
会
社
東
海
銀
行
が
行
っ
て
い
る
東
海
パ
ソ
コ
ン
サ
ー
ビ
ス
（
ア
ン
サ
ー
利
用
型
）
の

都
度
指
定
方
式
に
よ
る
振
込
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
、
財
産
上
不
法
の
利
益
を
得
よ
う
と
企
て
、

第
一
　
平
成
六
年
一
二
月
九
日
午
後
五
時
三
二
分
ご
ろ
、
千
葉
市
花
見
川
区
所
在
の
事
務
所
に
お
い
て
、
電
話
回
線
に
接
続
し
た
パ
ー

ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
操
作
し
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
デ
ー
タ
通
信
の
提
供
す
る
銀
行
ア
ン
サ
ー
シ
ス
テ
ム
を
介
し
て
、
愛
知
県
西
春
日
井
郡
所

在
の
東
海
銀
行
師
勝
ビ
ル
に
設
置
さ
れ
て
同
行
の
預
金
、
為
替
等
の
業
務
の
オ
ン
ラ
イ
ン
事
務
処
理
に
使
用
さ
れ
て
い
る
電
子
計
算
機
に

対
し
、
実
際
に
は
振
込
送
金
の
事
実
が
な
い
の
に
、
一
億
四
〇
〇
〇
万
円
の
払
込
送
金
が
あ
っ
た
と
す
る
虚
偽
の
情
報
を
与
え
、
同
月
一

二
日
午
前
九
時
ご
ろ
、
全
国
信
用
金
庫
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
電
子
計
算
機
等
を
介
し
て
、
東
京
都
港
区
所
在
の
Ｎ
Ｔ
Ｔ
品
川
ツ
イ
ン

ズ
ビ
ル
デ
ー
タ
棟
の
信
金
東
京
共
同
事
務
セ
ン
タ
ー
事
業
組
合
に
設
置
さ
れ
て
い
る
信
用
金
庫
第
三
次
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
の
電
子
計

算
機
に
接
続
さ
れ
て
い
る
記
憶
装
置
の
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
記
録
さ
れ
た
普
通
預
金
口
座
の
預
金
残
高
を
一
億
四
〇
〇
〇
万
円
増
加
さ
せ
て
、

財
産
権
の
得
喪
、
変
更
に
か
か
る
不
実
の
電
磁
的
記
録
を
作
り
、
よ
っ
て
、
一
億
四
〇
〇
〇
万
円
相
当
の
財
産
上
不
法
の
利
益
を
得
た
。

第
二
　
平
成
六
年
一
二
月
一
二
日
、
横
浜
市
港
北
区
所
在
の
ホ
テ
ル
客
室
に
お
い
て
、
い
ず
れ
も
同
所
に
設
置
し
て
電
話
回
線
に
接
続
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し
た
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
操
作
し
、
株
式
会
社
東
海
銀
行
ア
ン
サ
ー
シ
ス
テ
ム
を
介
し
て
、
株
式
会
社
東
海
銀
行
の
預
金
、

為
替
等
の
業
務
の
オ
ン
ラ
イ
ン
事
務
処
理
に
使
用
さ
れ
て
い
る
電
子
計
算
機
に
対
し
、
実
際
に
は
振
込
送
金
の
事
実
が
な
い
の
に
、
①
同

日
午
後
五
時
一
九
分
ご
ろ
、
普
通
預
金
口
座
に
四
億
円
の
振
込
送
金
が
あ
っ
た
と
す
る
虚
偽
の
情
報
を
、
②
同
日
午
後
五
時
三
四
分
ご
ろ
、

普
通
預
金
口
座
に
九
〇
〇
〇
万
円
の
振
込
送
金
が
あ
っ
た
と
す
る
虚
偽
の
情
報
を
、
③
同
日
午
後
五
時
四
五
分
ご
ろ
、
普
通
預
金
口
座
に

一
〇
億
円
の
振
替
送
金
が
あ
っ
た
と
す
る
虚
偽
の
情
報
を
、
そ
れ
ぞ
れ
与
え
、
翌
同
月
一
三
日
午
前
九
時
ご
ろ
、
株
式
会
社
第
一
勧
業
銀

行
東
京
事
務
セ
ン
タ
ー
に
設
置
さ
れ
て
い
る
中
継
電
子
計
算
機
等
を
介
し
て
、
基
礎
勘
定
系
シ
ス
テ
ム
バ
ッ
ク
エ
ン
ド
系
電
子
計
算
機
に

接
続
さ
れ
た
記
憶
装
置
の
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
記
録
さ
れ
て
い
る
Ｅ
名
義
の
普
通
預
金
口
座
の
預
金
残
高
を
一
四
億
九
〇
〇
〇
万
円
増
加
さ

せ
て
、
財
産
権
の
得
喪
、
変
更
に
か
か
る
不
実
の
電
磁
的
記
録
を
作
り
、
よ
っ
て
、
Ｅ
に
一
四
億
九
〇
〇
〇
万
円
相
当
の
財
産
上
不
法
の

利
益
を
得
さ
せ
た
。

２
　
電
話
通
話
料
金
の
課
金
シ
ス
テ
ム
の
回
避
の
事
例

東
京
地
裁
平
成
七
年
二
月
一
三
日
判
決
・
判
例
時
報
一
五
二
九
号
一
五
八
頁

（
事
案
）

被
告
人
は
、「
ブ
ル
ー
ボ
ッ
ク
ス
」
と
称
す
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ソ
フ
ト
を
使
用
し
て
作
出
し
た
不
正
信
号
を
用
い
、
Ｋ
Ｄ
Ｄ
、
Ｉ
Ｏ
Ｄ
Ｃ

対
地
国
及
び
着
信
国
の
い
ず
れ
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
話
料
金
課
金
シ
ス
テ
ム
で
も
自
ら
が
課
金
を
行
う
べ
き
通
話
と
認
識
し
な
い
よ

う
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
奇
貨
と
し
て
、
そ
の
通
話
料
金
の
支
払
を
免
れ
よ
う
と
企
て
、
平
成
五
年
一
一
月
二
九
日
か
ら
平
成
六
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年
三
月
四
日
ま
で
の
間
、
前
後
四
四
回
に
わ
た
り
、
東
京
都
大
田
区
所
在
の
自
己
の
使
用
す
る
電
話
回
線
か
ら
、
Ｋ
Ｄ
Ｄ
の
電
話
交
換
シ

ス
テ
ム
に
対
し
、
真
実
は
Ｉ
Ｏ
Ｄ
Ｃ
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
意
思
が
な
い
の
に
、
Ｉ
Ｏ
Ｄ
Ｃ
サ
ー
ビ
ス
を
使
用
す
る
旨
の
番
号
を
送
出
し

て
、
不
正
の
指
令
を
与
え
、
Ｋ
Ｄ
Ｄ
の
電
話
交
換
シ
ス
テ
ム
を
し
て
、
Ｉ
Ｏ
Ｄ
Ｃ
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
申
込
み
が
な
さ
れ
た
も
の
と
認
識
さ

せ
て
、
自
己
の
電
話
回
線
と
Ｉ
Ｏ
Ｄ
Ｃ
対
地
国
の
電
話
交
換
シ
ス
テ
ム
と
を
接
続
さ
せ
、
更
に
、
自
己
の
電
話
回
線
か
ら
、「
ブ
ル
ー
ボ
ッ

ク
ス
」
を
使
用
し
て
作
出
し
た
不
正
信
号
を
、
Ｉ
Ｏ
Ｄ
Ｃ
対
地
国
の
電
話
交
換
シ
ス
テ
ム
に
送
り
出
す
な
ど
し
て
、
Ｋ
Ｄ
Ｄ
の
電
話
交
換

シ
ス
テ
ム
を
し
て
、
Ｉ
Ｏ
Ｄ
Ｃ
サ
ー
ビ
ス
利
用
に
よ
る
回
線
使
用
が
継
続
し
て
い
る
も
の
と
誤
認
さ
せ
て
Ｉ
Ｏ
Ｄ
Ｃ
対
地
国
を
中
継
国
と

し
て
着
信
国
の
着
信
人
と
の
間
で
国
際
通
話
を
行
い
、
そ
の
こ
ろ
、
Ｋ
Ｄ
Ｄ
の
電
話
料
金
課
金
シ
ス
テ
ム
に
対
し
て
、
そ
の
国
際
通
話
が

Ｉ
Ｏ
Ｄ
Ｃ
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
通
話
で
あ
る
旨
の
虚
偽
の
通
話
情
報
を
伝
送
さ
せ
、
こ
れ
に
基
づ
き
電
話
料
金
課
金
シ
ス
テ
ム
に
そ
の
旨
の

不
実
の
フ
ァ
イ
ル
を
作
出
さ
せ
て
そ
の
国
際
通
話
の
通
話
料
金
相
当
額
の
支
払
を
免
れ
、
そ
の
よ
う
な
行
為
に
よ
っ
て
、
そ
の
国
際
通
話

に
相
当
す
る
合
計
三
七
万
三
八
〇
六
円
の
財
産
上
不
法
の
利
益
を
得
た
。

（
若
干
の
考
察
）

「
ブ
ル
ー
ボ
ッ
ク
ス
」
は
、
電
話
通
話
料
金
等
の
課
金
を
免
れ
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
で
あ
る
が
、
同
種
の
課
金
回
避

用
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
は
か
な
り
多
数
の
種
類
の
も
の
が
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。

課
金
を
回
避
し
た
と
い
う
結
果
だ
け
に
着
目
す
る
限
り
、
電
子
計
算
機
使
用
詐
欺
罪
の
成
否
が
主
と
し
て
問
題
と
な
る
が
、「
ブ
ル
ー

ボ
ッ
ク
ス
」
な
ど
の
課
金
回
避
用
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
製
造
や
利
用
行
為
な
ど
が
不
正
指
令
電
磁
的
記
録
（
刑
法
一
六
八
条
の
二
）
に
該
当

す
る
か
否
か
が
今
後
は
問
題
と
さ
れ
得
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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３
　
い
わ
ゆ
る
キ
セ
ル
乗
車
の
事
例

東
京
地
方
裁
判
所
平
成
二
四
年
六
月
二
五
日
判
決
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
三
八
四
号
三
六
三
頁

（
事
案
）

被
告
人
は
、
平
成
二
二
年
五
月
二
七
日
、
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
鶯
谷
駅
か
ら
一
三
〇
円
区
間
有
効
の
片
道
乗
車
券
を
使
用
し
て
、

東
京
都
台
東
区
所
在
の
鶯
谷
駅
に
入
場
し
、
同
駅
で
山
手
線
外
回
り
普
通
列
車
に
乗
車
し
、
同
区
所
在
の
上
野
駅
で
東
北
本
線
宇
都
宮
行

き
快
速
列
車
に
乗
り
換
え
、
栃
木
県
宇
都
宮
市
所
在
の
宇
都
宮
駅
に
到
着
し
た
際
、
同
日
午
前
八
時
二
一
分
頃
、
同
駅
改
札
口
に
設
置
し

て
あ
る
旅
客
の
乗
車
事
実
等
に
よ
り
出
場
の
可
否
を
決
す
る
事
務
処
理
に
使
用
す
る
電
子
計
算
機
で
あ
る
自
動
改
札
機
に
対
し
、
自
己
が

そ
の
乗
車
に
つ
い
て
岡
本
駅
で
入
場
し
た
と
処
理
さ
れ
る
虚
偽
の
電
磁
的
記
録
で
あ
る
雀
宮
駅
か
ら
岡
本
駅
ま
で
を
有
効
区
間
と
す
る
普

通
回
数
乗
車
券
を
投
入
し
、
同
自
動
改
札
機
を
開
扉
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
同
改
札
口
を
通
過
し
て
出
場
し
、
よ
っ
て
、
鶯
谷
駅
か
ら
宇
都

宮
駅
ま
で
の
旅
客
運
賃
と
の
差
額
一
五
三
〇
円
相
当
の
財
産
上
不
法
の
利
益
を
得
た（18
）
　
。

（
争
点
）

弁
護
人
は
、「
電
子
計
算
機
使
用
詐
欺
罪
の
構
成
要
件
に
い
う
「
虚
偽
」
と
は
、
電
磁
的
記
録
そ
れ
自
体
が
不
正
に
作
出
さ
れ
た
り
、
改

変
さ
れ
た
場
合
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
乗
車
券
や
回
数
券
に
不
正
な
作
出
、
改
変
は
な
く
、
ま
た
、
本
件
は
、
電
子
計
算
機
の
事

務
処
理
シ
ス
テ
ム
の
欠
陥
・
瑕
疵
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
欠
陥
・
瑕
疵
に
つ
い
て
被
告
人
ら
を
処
罰
す
る
こ
と
に
よ
り

補
完
す
る
の
は
許
さ
れ
な
い
」
と
主
張
し
た
。
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（
裁
判
所
の
判
断
）

裁
判
所
は
、
電
子
計
算
機
使
用
詐
欺
罪
に
お
け
る
構
成
要
件
中
の
「
虚
偽
」
の
意
義
に
つ
い
て
、「
不
正
な
作
出
、
改
変
に
限
る
必
要
性

は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
判
示
し
た
上
で
、「
む
し
ろ
、
電
磁
的
記
録
は
、
記
録
そ
れ
自
体
の
情
報
に
加
え
、
こ
れ
を
用
い
る
シ
ス
テ
ム
が
前

提
と
す
る
一
定
の
意
味
付
け
等
を
踏
ま
え
て
事
務
処
理
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
前
提
と
な
る
事
柄
の
真
実
性

も
当
該
事
務
処
理
シ
ス
テ
ム
の
円
滑
か
つ
適
正
な
運
用
の
た
め
に
必
要
な
も
の
と
い
え
る
。
本
件
は
、
Ｊ
Ｒ
東
日
本
を
利
用
す
る
ほ
と
ん

ど
の
旅
客
が
乗
車
券
等
の
券
面
及
び
電
磁
的
記
録
に
従
っ
た
乗
車
を
遵
守
し
て
お
り
、
Ｊ
Ｒ
東
日
本
も
旅
客
の
こ
の
よ
う
な
乗
車
を
信
頼

し
、
ま
た
、
こ
れ
を
基
礎
に
し
て
自
動
改
札
機
及
び
自
動
精
算
機
の
事
務
処
理
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
て
い
る
中
に
あ
っ
て
、
被
告
人
ら
が

そ
の
信
頼
を
逆
手
に
取
り
、
こ
れ
を
悪
用
し
た
行
為
と
評
価
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
弁
護
人
が
述
べ
る
よ
う
に
、
自
動
改
札
機
や
自
動
精

算
機
の
事
務
処
理
シ
ス
テ
ム
の
欠
陥
・
瑕
疵
に
由
来
す
る
も
の
と
は
到
底
い
え
な
い
。
仮
に
、
こ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
の
前
提
と
な
る
事

柄
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
電
磁
的
記
録
化
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
不
正
な
作
出
、
改
変
が
な
い
限
り
は
本
罪
が
成
立
し
な
い

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
迅
速
か
つ
効
率
的
な
事
務
処
理
の
た
め
に
電
子
計
算
機
に
よ
る
事
務
処
理
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
企
業
等
に
と
っ

て
、
当
該
シ
ス
テ
ム
の
構
築
及
び
そ
の
維
持
に
多
大
な
負
担
を
生
じ
さ
せ
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
妥
当
性
を
欠
い
た

見
解
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
前
提
を
偽
る
こ
と
も
当
該
電
磁
的
記
録
自
体
の
誤
り
と
実
質
的
に
同
等
に
評
価

す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
り
、
自
動
改
札
機
及
び
自
動
精
算
機
の
事
務
処
理
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
事
務
処
理
の
目
的
に
照
ら
し
」、
電
子
計
算

機
使
用
詐
欺
罪
の
構
成
要
件
中
の
「
虚
偽
」
に
当
た
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
と
の
判
断
を
示
し
た
。
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４
　
オ
ン
ラ
イ
ン
サ
イ
ト
用
電
子
マ
ネ
ー
の
事
例

最
高
裁
平
成
一
八
年
二
月
一
四
日
決
定
・
刑
集
六
〇
巻
二
号
一
六
五
頁

（
裁
判
所
の
判
断
）

原
判
決
及
び
そ
の
是
認
す
る
第
一
審
判
決
の
認
定
に
よ
れ
ば
、
被
告
人
は
、
窃
取
し
た
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
番
号
等
を
冒
用
し
、
い

わ
ゆ
る
出
会
い
系
サ
イ
ト
の
携
帯
電
話
に
よ
る
メ
ー
ル
情
報
受
送
信
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
際
の
決
済
手
段
と
し
て
使
用
さ
れ
る
い
わ
ゆ

る
電
子
マ
ネ
ー
を
不
正
に
取
得
し
よ
う
と
企
て
、
五
回
に
わ
た
り
、
携
帯
電
話
機
を
使
用
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
、
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
決
済
代
行
業
者
が
電
子
マ
ネ
ー
販
売
等
の
事
務
処
理
に
使
用
す
る
電
子
計
算
機
に
、
本
件
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
名
義
人
氏
名
、

番
号
及
び
有
効
期
限
を
入
力
送
信
し
て
同
カ
ー
ド
で
代
金
を
支
払
う
方
法
に
よ
る
電
子
マ
ネ
ー
の
購
入
を
申
し
込
み
、
上
記
電
子
計
算
機

に
接
続
さ
れ
て
い
る
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
に
、
名
義
人
が
同
カ
ー
ド
に
よ
り
販
売
価
格
合
計
一
一
万
三
〇
〇
〇
円
相
当
の
電
子
マ
ネ
ー
を
購

入
し
た
と
す
る
電
磁
的
記
録
を
作
り
、
同
額
相
当
の
電
子
マ
ネ
ー
の
利
用
権
を
取
得
し
た
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
事
実
関
係
の
下
で
は
、
被
告
人
は
、
本
件
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
名
義
人
に
よ
る
電
子
マ
ネ
ー
の
購
入
の
申
込
み
が
な
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
本
件
電
子
計
算
機
に
同
カ
ー
ド
に
係
る
番
号
等
を
入
力
送
信
し
て
名
義
人
本
人
が
電
子
マ
ネ
ー
の
購
入
を
申
し
込
ん
だ
と
す

る
虚
偽
の
情
報
を
与
え
、
名
義
人
本
人
が
こ
れ
を
購
入
し
た
と
す
る
財
産
権
の
得
喪
に
係
る
不
実
の
電
磁
的
記
録
を
作
り
、
電
子
マ
ネ
ー

の
利
用
権
を
取
得
し
て
財
産
上
不
法
の
利
益
を
得
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
被
告
人
に
つ
き
、
電
子
計
算
機
使
用
詐
欺
罪
の
成

立
を
認
め
た
原
判
断
は
正
当
で
あ
る
。
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五
　
海
外
の
主
要
法
令

日
本
国
刑
法
に
規
定
す
る
電
子
計
算
機
使
用
詐
欺
罪
に
相
当
す
る
犯
罪
及
び
刑
罰
を
定
め
る
法
令
は
、
か
な
り
多
数
あ
る
。

と
り
わ
け
、
サ
イ
バ
ー
犯
罪
条
約
の
締
約
国
は
、
サ
イ
バ
ー
犯
罪
条
約
八
条
に
規
定
す
る
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
関
連
す
る
詐
欺
締
約
国

は
、
自
己
又
は
他
人
の
た
め
に
権
限
な
し
に
経
済
的
利
益
を
得
る
と
い
う
詐
欺
的
な
又
は
不
正
な
意
図
を
も
っ
て
、
権
限
な
し
に
故
意
に
」、

「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
デ
ー
タ
の
入
力
、
改
ざ
ん
、
削
除
又
は
隠
ぺ
い
」
ま
た
は
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
の
機
能
に
対
す
る
妨
害
」
に
該
当

す
る
行
為
が
実
行
さ
れ
、「
他
人
に
対
し
財
産
上
の
損
害
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
を
自
国
の
国
内
法
上
の
犯
罪
と
す
る
た
め
、
必
要
な
立
法
そ

の
他
の
措
置
を
」
と
る
べ
き
義
務
を
負
っ
て
い
る（19
）
　
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
同
条
約
の
締
約
国
は
、
財
産
権
侵
害
の
結
果
と
な
る
よ
う
な
電
子
計

算
機
の
無
権
限
使
用
を
禁
止
し
処
罰
す
る
法
令
を
制
定
す
べ
き
国
際
法
上
の
義
務
を
負
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
日
本
国
の
場
合
、
同
条

約
八
条
の
要
件
を
満
た
す
刑
罰
法
令
と
し
て
刑
法
二
四
六
条
の
二
（
電
子
計
算
機
使
用
詐
欺
罪
）
の
規
定
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
サ
イ
バ
ー
犯
罪
条
約
八
条
の
規
定
に
つ
い
て
留
意
す
べ
き
点
は
、
詐
欺
罪
の
一
種
と
し
て
刑
罰
法
令
を
定
め
る
べ
き
こ
と
を
命
じ

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
詐
欺
的
な
財
産
権
の
違
法
取
得
を
実
行
す
る
た
め
に
無
権
限
で
電
子
計
算
機
に
ア
ク
セ
ス
し
使
用
す
る

こ
と
を
禁
止
す
べ
き
と
し
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
各
締
約
国
に
お
け
る
実
際
の
立
法
は
、
窃
盗
罪
の
特
殊
類
型
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
し

詐
欺
罪
の
特
殊
類
型
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
日
本
国
で
は
後
者
を
選
択
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
選
択
に
理
論
上
の
問
題
が

あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

海
外
の
関
連
法
令
の
中
で
、
サ
イ
バ
ー
犯
罪
条
約
八
条
の
起
草
に
も
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
の
は
合
衆
国
連
邦

刑
法
一
〇
三
〇
条
で
あ
る
。
こ
の
一
〇
三
〇
条
の
条
項
は
、
こ
れ
ま
で
も
邦
訳
が
存
在
す
る
が
、
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
当
時
に
改
正
さ
れ
、
更
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に
二
〇
一
二
年
に
最
終
改
正
さ
れ
た
現
行
の
条
項
に
つ
い
て
は
完
全
な
邦
訳
が
存
在
し
な
い
よ
う
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
一
般
に
利
用
可

能
な
形
で
は
公
刊
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
、
完
璧
な
邦
訳
と
な
っ
て
い
る
保
証
は
な
い
が
、
訳
出
を
試
み
る
。

合
衆
国
連
邦
法
律
集
一
八
款
一
〇
三
〇
条
　
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
関
係
す
る
詐
欺
及
び
関
連
行
為

_
　
以
下
の
者
は
、
本
条
a
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
従
い
処
罰
さ
れ
る
。

∏
　
認
識
し
て
、
無
権
限
で
も
し
く
は
権
限
を
超
過
し
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
ア
ク
セ
ス
す
る
者
、
及
び
大
統
領
執
行
命
令
も
し
く
は
制

定
法
に
基
づ
き
、
国
防
も
し
く
は
外
交
上
の
理
由
に
よ
り
合
衆
国
連
邦
政
府
が
無
権
限
の
開
示
か
ら
保
護
す
べ
き
も
の
と
定
め
た
情
報

ま
た
は
一
九
五
四
年
原
子
力
法
一
一
条
ｙ
項
に
規
定
す
る
禁
止
デ
ー
タ
を
、
そ
の
よ
う
な
行
為（20
）
　
に
よ
っ
て
取
得
す
る
情
報
が
合
衆
国
に

対
す
る
侵
害
行
為
の
た
め
に
用
い
ら
れ
得
る
と
信
ず
べ
き
根
拠
を
有
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
行
為
に
よ
っ
て
取
得
す
る
者
、
ま
た
は
、

外
国
を
利
す
る
た
め
に
、
意
欲
し
て
、
そ
の
よ
う
な
情
報
を
、
受
領
す
る
権
限
の
な
い
者
に
対
し
、
送
信
、
配
布
も
し
く
は
伝
送
す
る

者
、
ま
た
は
、
送
信
、
配
布
も
し
く
は
伝
送
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
者
、
ま
た
は
、
送
信
、
配
布
も
し
く
は
伝
送
を
試
み
る
者
、
ま
た
は
、

送
信
、
配
布
も
し
く
は
伝
送
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
者
、
ま
た
は
、
意
欲
し
て
、
そ
の
よ
う
な
情
報
を
保
存
す
る
者
、
及
び

そ
の
よ
う
な
情
報
を
受
領
す
る
権
限
を
有
す
る
合
衆
国
の
官
吏
も
し
く
は
従
業
者
に
対
す
る
そ
の
よ
う
な
情
報
の
配
布
を
妨
げ
る
者;

π
　
意
図
的
に
、
無
権
限
で
も
し
く
は
権
限
を
超
過
し
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
ア
ク
セ
ス
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
以
下
の
い
ず
れ
か
の
情
報

を
取
得
す
る
者;

y
　
金
融
機
関
の
信
用
情
報
記
録
に
含
ま
れ
る
情
報
、
合
衆
国
法
律
集
一
五
款
一
六
〇
二
条
l
に
規
定
す
る
カ
ー
ド
発
行
者
の
情
報
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ま
た
は
公
正
信
用
報
告
法
（
合
衆
国
法
律
集
一
五
款
一
六
八
一
条
）
に
規
定
す
る
よ
う
な
消
費
者
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
消
費
者

情
報
の
報
告
を
す
る
官
署
の
フ
ァ
イ
ル
に
含
ま
れ
て
い
る
情
報（21
）
　;

z
　
合
衆
国
の
部
局
か
ら
の
情
報（22
）
　;

ま
た
は

{
　
保
護
さ
れ
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
か
ら
の
情
報（23
）
　;

∫
　
意
図
的
に
、
合
衆
国
の
部
局
の
非
公
開
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
ア
ク
セ
ス
す
る
権
限
な
く
、
専
ら
合
衆
国
連
邦
政
府
が
利
用
す
る
た
め

に
設
置
さ
れ
て
い
る
部
局
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
、
専
ら
合
衆
国
連
邦
政
府
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
て
い
る
も
し
く
は
合
衆
国
連
邦
政
府
が
利

用
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
て
い
る
部
局
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
ア
ク
セ
ス
す
る
者
、
ま
た
は
、
専
ら
合
衆
国
連
邦
政
府
が
利
用
す
る
た
め

に
設
置
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
場
合
に
は
、
合
衆
国
連
邦
政
府
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
て
い
る
も
し
く
は
合
衆
国
連

邦
政
府
が
利
用
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
行
為（24
）
　
が
合
衆
国
連
邦
政
府
に
よ
る
利
用
も
し
く
は
合
衆
国
政
府
の
た
め

の
利
用
に
悪
影
響
を
生
じ
さ
せ
る
場
合
に
は
、
そ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
ア
ク
セ
ス
す
る
者（25
）
　;

ª
　
認
識
し
て
、
か
つ
、
詐
欺
の
目
的
で
、
無
権
限
で
も
し
く
は
権
限
を
超
過
し
て
保
護
さ
れ
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
ア
ク
セ
ス
し
、
か

つ
、
そ
の
よ
う
な
行
為
に
よ
っ
て
、
意
図
的
な
詐
欺
を
更
に
実
行
し
、
何
ら
か
の
利
益
を
取
得
す
る
者（26
）
　
、
た
だ
し
、
詐
欺
の
対
象
及
び

そ
れ
に
よ
っ
て
取
得
し
た
も
の
が
単
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
利
用
の
み
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
利
用
に
よ
り
得
る
利
益
が
過
去
一
年
間
で

五
〇
〇
〇
ド
ル
以
下
で
あ
る
場
合
を
除
く（27
）
　;

º
y
　
認
識
し
て
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
情
報
、
コ
ー
ド
ま
た
は
命
令
の
伝
送
を
生
じ
さ
せ（28
）
　
、
そ
の
よ
う
な
行
為
の
結
果
と
し
て
、
権
限
な

く
、
保
護
さ
れ
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
対
し
意
図
的
に
損
害
を
発
生
さ
せ
る
者（29
）
　;

z
　
意
図
的
に
、
権
限
な
く
、
保
護
さ
れ
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
ア
ク
セ
ス
し
、
そ
の
よ
う
な
行
為
の
結
果
と
し
て
、
不
注
意
で（30
）
　
損
害
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を
発
生
さ
せ
る
者;

ま
た
は

{
　
意
図
的
に
、
権
限
な
く
、
保
護
さ
れ
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
ア
ク
セ
ス
し
、
そ
の
よ
う
な
行
為
の
結
果
と
し
て
、
損
害
及
び
損
失

を
発
生
さ
せ
る
者（31
）
　
。

Ω
　
以
下
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
認
識
し
て
、
無
権
限
で
ア
ク
セ
ス
さ
れ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
用
い
ら
れ
る
パ
ス
ワ
ー
ド
そ
の

他
こ
れ
に
類
す
る
情
報
に
つ
い
て
（
第
一
〇
二
九
条
で
定
義
す
る
）
送
信（32
）
　
を
偽
る
者;

y
　
そ
の
送
信
が
州
際
取
引
も
し
く
は
国
際
取
引
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
場
合;

ま
た
は

z
　
当
該
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
合
衆
国
政
府
に
よ
り
利
用
さ
れ
、
も
し
く
は
、
合
衆
国
政
府
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で

あ
る
場
合
。

æ
　
他
人
か
ら
金
銭
そ
の
他
の
有
価
物
を
奪
う
意
図
で
、
州
際
取
引
も
し
く
は
国
際
取
引
に
お
い
て
、
次
の
も
の
の
い
ず
れ
か
を
含
む

通
信
を
伝
送
す
る
者
。

y
　
保
護
さ
れ
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
損
害
を
発
生
さ
せ
る
脅
威;

z
　
無
権
限
で
も
し
く
は
権
限
を
超
過
し
て
、
保
護
さ
れ
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
か
ら
情
報
を
取
得
す
る
脅
威
、
ま
た
は
、
無
権
限
で
も

し
く
は
権
限
を
超
過
し
て
、
保
護
さ
れ
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
か
ら
取
得
す
る
情
報
の
完
全
性
を
損
な
う
脅
威;

ま
た
は
、

{
　
保
護
さ
れ
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
発
生
す
る
損
害
が
強
要
行
為
を
も
た
ら
し
得
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
損
害
と
の
関
係
で
金
銭

そ
の
他
の
有
価
物
の
要
求（33
）
　
。

`
　
本
条
_
項
に
基
づ
く
犯
罪
の
実
行
を
企
て
る
者
及
び
そ
の
犯
罪
の
実
行
を
試
み
る
者
は
、
本
条
a
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
基
づ
き
処

罰
さ
れ
る
。

a
　
本
条
_
項
ま
た
は
`
項
に
基
づ
く
違
反
行
為
に
対
す
る
処
罰
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
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∏
y
　
本
条
_
項
∏
に
基
づ
く
違
反
行
為
の
事
案
で
あ
っ
て
、
本
条
に
基
づ
く
他
の
違
反
行
為
に
よ
る
拘
禁
刑
の
後
に
実
行
さ
れ
た
も

の
で
は
な
い
場
合
も
し
く
は
そ
の
違
反
行
為
の
試
み
を
本
副
号
に
基
づ
き
処
罰
し
得
る
場
合
に
お
い
て
は
、
本
款
に
基
づ
く
罰
金
刑

も
し
く
は
一
〇
年
以
下
の
拘
禁
刑
ま
た
は
そ
の
併
科;

及
び

z
　
本
条
_
項
∏
に
基
づ
く
違
反
行
為
の
事
案
で
あ
っ
て
、
本
条
に
基
づ
く
他
の
違
反
行
為
に
よ
る
拘
禁
刑
の
後
に
実
行
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
場
合
も
し
く
は
そ
の
違
反
行
為
の
試
み
を
本
副
号
に
基
づ
き
処
罰
し
得
る
場
合（34
）
　
に
お
い
て
は
、
本
款
に
基
づ
く
罰
金
刑
も

し
く
は
二
〇
年
以
下
の
拘
禁
刑
ま
た
は
そ
の
併
科
。

π
y
　
z
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
本
条
_
項
π
、
_
項
∫
も
し
く
は
_
項
Ω
の
違
反
行
為
の
事
案
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
本
条
に
基

づ
く
他
の
違
反
行
為
に
よ
る
拘
禁
刑
の
後
に
実
行
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
場
合
も
し
く
は
そ
の
違
反
行
為
の
試
み
を
本
副
号
に
基
づ

き
処
罰
し
得
る
場
合
に
お
い
て
は
、
本
款
に
基
づ
く
罰
金
刑
も
し
く
は
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
ま
た
は
そ
の
併
科;

z
　
_
項
π
に
基
づ
く
違
反
行
為
の
事
案
も
し
く
は
そ
の
違
反
行
為
の
試
み
を
本
副
号
に
基
づ
き
処
罰
し
得
る
事
案
に
お
い
て
、
以

下
の
場
合
に
は
、
本
款
に
基
づ
く
罰
金
刑
も
し
く
は
五
年
以
下
の
拘
禁
刑
ま
た
は
そ
の
併
科
。

（ⅰ）
　
当
該
違
反
行
為
が
、
商
業
的
利
益
も
し
く
は
私
的
な
金
銭
獲
得
を
目
的
と
し
て
実
行
さ
れ
た
場
合;

（ⅱ）
　
当
該
違
反
行
為
が
、
合
衆
国
も
し
く
は
州
の
憲
法
及
び
法
律
に
抵
触
す
る
犯
罪
行
為
も
し
く
は
違
法
な
行
為
の
遂
行
中
に
実

行
さ
れ
た
場
合;

ま
た
は
、

（ⅲ）
　
取
得
さ
れ
た
情
報
の
価
値
が
五
〇
〇
〇
ド
ル
を
超
過
す
る
場
合
。

{
　
本
条
_
項
π
、
_
項
∫
も
し
く
は
_
項
Ω
の
違
反
行
為
の
事
案
で
あ
っ
て
、
本
条
に
基
づ
く
他
の
違
反
行
為
に
よ
る
拘
禁
刑
の
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後
に
実
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
も
し
く
は
そ
の
違
反
行
為
の
試
み
を
本
副
号
に
基
づ
き
処
罰
し
得
る
場
合（35
）
　
に
お
い
て
は
、
本
款

に
基
づ
く
罰
金
刑
も
し
く
は
一
〇
年
以
下
の
拘
禁
刑
ま
た
は
そ
の
併
科
。

∫
y
　
本
条
_
項
ª
も
し
く
は
_
項
æ
の
違
反
行
為
の
事
案
で
あ
っ
て
、
本
条
に
基
づ
く
他
の
違
反
行
為
に
よ
る
拘
禁
刑
の
後
に
実
行

さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
場
合
も
し
く
は
そ
の
違
反
行
為
の
試
み
を
本
副
号
に
基
づ
き
処
罰
し
得
る
場
合
に
お
い
て
は
、
本
款
に
基
づ

く
罰
金
刑
も
し
く
は
五
年
以
下
の
拘
禁
刑
ま
た
は
そ
の
併
科;

及
び

z
　
本
条
_
項
ª
も
し
く
は
_
項
æ
の
違
反
行
為
の
事
案
で
あ
っ
て
、
本
条
に
基
づ
く
他
の
違
反
行
為
に
よ
る
拘
禁
刑
の
後
に
実
行

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
も
し
く
は
そ
の
違
反
行
為
の
試
み
を
本
副
号
に
基
づ
き
処
罰
し
得
る
場
合（36
）
　
に
お
い
て
は
、
本
款
に
基
づ
く

罰
金
刑
も
し
く
は
一
〇
年
以
下
の
拘
禁
刑
ま
た
は
そ
の
併
科
。

ª
y
　
}
及
び
~
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
次
の
事
案
に
お
い
て
は
、
本
款
に
基
づ
く
罰
金
刑
も
し
く
は
五
年
以
下
の
拘
禁
刑
ま
た

は
そ
の
併
科
と
す
る
。

（ⅰ）
　
本
条
_
項
º
z
の
違
反
行
為
の
事
案
で
あ
っ
て
、
本
条
に
基
づ
く
他
の
違
反
行
為
に
よ
る
拘
禁
刑
の
後
に
実
行
さ
れ
た
も
の

で
な
い
場
合
に
お
い
て
、
以
下
の
危
険
を
発
生
さ
せ
た
場
合
（
ま
た
は
、
違
法
行
為
の
試
み
の
と
き
に
は
、
も
し
そ
の
試
み
が
成

功
し
た
と
す
れ
ば
危
険
が
発
生
し
た
だ
ろ
う
と
い
う
場
合
）

（Ⅰ）
　
過
去
一
年
間
に
お
い
て
一
人
以
上
の
者
に
つ
い
て
（
合
衆
国
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
捜
査
、
起
訴
そ
の
他
の
手
続
と
の
関

係
で
は
、
一
台
以
上
の
保
護
さ
れ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
対
す
る
侵
害
と
の
関
係
で
）、
少
な
く
と
も
合
計
五
〇
〇
〇
ド
ル
以
上
の

損
失
の
発
生;
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（Ⅱ）
　
一
人
以
上
の
者
に
対
す
る
診
療
、
診
断
、
治
療
も
し
く
は
介
護
の
阻
害
も
し
く
は
妨
害
（
ま
た
は
潜
在
的
な
阻
害
も
し
く

は
妨
害
）;

（Ⅲ）
　
個
人
に
対
す
る
物
理
的
な
侵
害;

（Ⅳ）
　
公
衆
の
健
康
及
び
安
全
に
対
す
る
脅
威;

（Ⅴ）
　
司
法
、
国
防
も
し
く
は
国
家
の
安
全
に
関
す
る
業
務
遂
行
に
お
い
て
合
衆
国
政
府
に
よ
っ
て
も
し
く
は
そ
の
た
め
に
用
い

ら
れ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
侵
害
す
る
損
害;

ま
た
は
、

（Ⅵ）
　
過
去
一
年
間
に
お
い
て
一
〇
台
以
上
の
保
護
さ
れ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
侵
害
す
る
損
害
。

（ⅱ）
　
本
副
号
に
基
づ
き
処
罰
し
得
る
違
反
行
為
の
試
み
。

z
　
}
及
び
~
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
次
の
事
案
に
お
い
て
は
、
本
款
に
基
づ
く
罰
金
刑
も
し
く
は
一
〇
年
以
下
の
拘
禁
刑
ま

た
は
そ
の
併
科
と
す
る
。

（ⅰ）
　
本
条
_
項
º
y
の
違
反
行
為
の
事
案
で
あ
っ
て
、
本
条
に
基
づ
く
他
の
違
反
行
為
に
よ
る
拘
禁
刑
の
後
に
実
行
さ
れ
た
も
の

で
な
い
場
合
に
お
い
て
、
y
（ⅰ）
の
（Ⅰ）
な
い
し
（Ⅵ）
に
規
定
す
る
危
険
を
発
生
さ
せ
た
場
合
（
ま
た
は
、
違
法
行
為
の
試
み
の
と
き
に

は
、
も
し
そ
の
試
み
が
成
功
し
た
と
す
れ
ば
危
険
が
発
生
し
た
だ
ろ
う
と
い
う
場
合
）;

及
び

（ⅱ）
　
本
副
号
に
基
づ
き
処
罰
し
得
る
違
反
行
為
の
試
み
。

{
　
}
及
び
~
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
次
の
事
案
に
お
い
て
は
、
本
款
に
基
づ
く
罰
金
刑
も
し
く
は
二
〇
年
以
下
の
拘
禁
刑
ま

た
は
そ
の
併
科
と
す
る
。

（ⅰ）
　
本
条
_
項
º
の
y
も
し
く
は
z
の
違
反
行
為
の
事
案
で
あ
っ
て
、
本
条
に
基
づ
く
他
の
違
反
行
為
に
よ
る
拘
禁
刑
の
後
に
実

行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合（37
）
　;

及
び
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（ⅱ）
　
本
副
号
に
基
づ
き
処
罰
し
得
る
違
反
行
為
の
試
み
。

|
　
次
の
事
案
に
お
い
て
は
、
本
款
に
基
づ
く
罰
金
刑
も
し
く
は
一
〇
年
以
下
の
拘
禁
刑
ま
た
は
そ
の
併
科
と
す
る
。

（ⅰ）
　
本
条
_
項
º
{
の
違
反
行
為
の
事
案
で
あ
っ
て
、
本
条
に
基
づ
く
他
の
違
反
行
為
に
よ
る
拘
禁
刑
の
後
に
実
行
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
場
合;

及
び

（ⅱ）
　
本
副
号
に
基
づ
き
処
罰
し
得
る
違
反
行
為
の
試
み
。

}
　
加
害
者
が
、
_
項
º
y
の
違
反
行
為
の
実
行
に
よ
り
、
重
大
な
身
体
的
侵
害
を
発
生
さ
せ
よ
う
と
試
み
た
場
合
ま
た
は
認
識
し

て
も
し
く
は
不
注
意
で
そ
の
よ
う
な
重
大
な
身
体
的
傷
害
を
発
生
さ
せ
た
場
合（38
）
　
、
本
款
に
基
づ
く
罰
金
刑
も
し
く
は
二
〇
年
以
下
の

拘
禁
刑
ま
た
は
そ
の
併
科
と
す
る
。

~
　
加
害
者
が
、
認
識
し
て
も
し
く
は
不
注
意
で
_
項
º
y
の
違
反
行
為
の
実
行
に
よ
り
死
亡
を
発
生
さ
せ
、
ま
た
は
そ
れ
を
発
生

さ
せ
よ
う
と
試
み
た
場
合（39
）
　
、
本
款
に
基
づ
く
罰
金
刑
、
有
期
拘
禁
刑
も
し
く
は
終
身
拘
禁
刑
ま
た
は
そ
の
併
科
と
す
る
。

Ä
　
以
下
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
本
款
に
基
づ
く
罰
金
刑
も
し
く
は
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
ま
た
は
そ
の
併
科
と
す
る
。

（ⅰ）
　
_
º
に
規
定
す
る
そ
の
他
の
違
法
行
為;
ま
た
は

（ⅱ）
　
本
副
号
に
基
づ
き
処
罰
し
得
る
違
反
行
為
の
試
み
。

b
∏
　
捜
査
権
限
を
有
す
る
他
の
政
府
機
関
に
加
え
、
合
衆
国
シ
ー
ク
レ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
は
、
本
条
に
基
づ
き
犯
罪
行
為
を
捜
査
す
る
た

め
の
権
限
を
有
す
る
。
こ
の
合
衆
国
シ
ー
ク
レ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
の
権
限
は
、
財
務
長
官
と
司
法
長
官
と
の
間
で
締
結
さ
れ
る
べ
き
合
意

に
基
づ
い
て
発
効
す
る
。

π
　
連
邦
捜
査
局
は
、
諜
報
活
動
、
外
国
の
対
敵
情
報
活
動
、
国
防
も
し
く
は
国
際
関
係
上
の
理
由
に
よ
り
無
権
限
開
示
か
ら
保
護
さ
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れ
て
い
る
情
報
、
禁
止
デ
ー
タ
（
こ
の
用
語
は
一
九
五
四
年
原
子
力
法
一
一
条
ｙ
項
で
定
義
さ
れ
て
い
る
。）
を
含
む
場
合
な
ど
に
つ
い

て
、
本
款
三
〇
五
六
条
_
項
に
基
づ
く
合
衆
国
シ
ー
ク
レ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
の
義
務（40
）
　
を
侵
害
す
る
行
為
の
場
合
を
除
き
、
_
項
∏
に
規
定

す
る
違
反
行
為
を
捜
査
す
る
第
一
次
的
な
権
限
を
有
す
る
。

∫
　
こ
の
権
限
は
、
財
務
長
官
及
び
司
法
長
官
間
の
合
意
に
従
っ
て
執
行
さ
れ
る
。

c
　
本
条
に
お
い
て
用
い
る
と
き
は
、

∏
　
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
」
と
い
う
用
語
は
、
論
理
機
能
、
演
算
機
能
も
し
く
は
記
憶
機
能
を
実
行
す
る
電
子
装
置
、
電
磁
的
装
置
、
光

学
装
置
、
電
子
化
学
的
装
置（41
）
　
ま
た
は
そ
の
他
の
高
速
デ
ー
タ
処
理
装
置
を
意
味
し
、
か
つ
、
当
該
装
置
と
直
接
に
関
連
す
る
デ
ー
タ
記

憶
設
備
も
し
く
は
通
信
設
備
、
ま
た
は
、
当
該
装
置
と
共
に
運
用
さ
れ
る
デ
ー
タ
記
憶
設
備
も
し
く
は
通
信
設
備
を
含
む
が
、
自
動
タ

イ
プ
ラ
イ
タ
、
タ
イ
プ
セ
ッ
タ
、
携
帯
用
電
卓
も
し
く
は
こ
れ
ら
と
類
似
す
る
装
置
を
含
ま
な
い
。

π
　
「
保
護
さ
れ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
」
と
い
う
用
語
は
、

y
　
金
融
機
関
若
し
く
は
合
衆
国
政
府
の
専
用
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
、
ま
た
は
、
そ
の
よ
う
な
専
用
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
な
い
場
合
に
は
、
金

融
機
関
若
し
く
は
合
衆
国
政
府
に
よ
り
利
用
さ
れ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
、
も
し
く
は
、
そ
れ
ら
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

で
あ
っ
て
、
か
つ
、
当
該
行
為
が
、
金
融
機
関
も
し
く
は
合
衆
国
政
府
に
よ
る
利
用
も
し
く
は
こ
れ
ら
の
た
め
の
利
用
に
対
す
る
阻

害
行
為
と
な
る
も
の
を
意
味
し;

ま
た
は
、

z
　
州
際
取
引
も
し
く
は
海
外
取
引
ま
た
は
通
信
に
お
い
て
利
用
さ
れ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
意
味
し
、
合
衆
国
外
に
所
在
す
る
も
の

で
も
州
際
取
引
も
し
く
は
海
外
取
引
ま
た
は
合
衆
国
の
通
信
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
方
法
で
利
用
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。

∫
　
「
州
」
と
い
う
用
語
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
そ
の
他
の
保
護
領
、
準
州
及
び
属
領
を
含
む
。

ª
　
「
金
融
機
関
」
と
い
う
用
語
は
、
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y
　
連
邦
預
金
保
険
公
社
に
よ
っ
て
保
険
さ
れ
た
預
金
を
持
つ
機
関;

z
　
連
邦
準
備
銀
行
を
含
め
、
連
邦
準
備
も
し
く
は
そ
の
構
成
員;

{
　
全
米
信
用
組
合
管
理
局
に
よ
っ
て
保
険
さ
れ
た
口
座
を
持
つ
信
用
組
合;

|
　
連
邦
住
宅
融
資
銀
行
シ
ス
テ
ム
の
構
成
員
及
び
住
宅
融
資
銀
行;

}
　
一
九
七
一
年
農
場
信
用
法
に
基
づ
く
農
業
信
用
シ
ス
テ
ム
の
機
関;

~
　
一
九
三
四
年
有
価
証
券
取
引
法
第
一
五
条
に
基
づ
き
米
国
証
券
取
引
委
員
会
に
登
録
し
た
取
引
業
者;

Ä
　
有
価
証
券
投
資
者
保
護
法
人;

Å
　
一
九
七
八
年
国
際
銀
行
業
法
第
一
条
`
項
∏
も
し
く
は
∫
に
規
定
す
る
よ
う
な
外
国
銀
行
の
支
店
も
し
く
は
代
理
店;

並
び
に
、

Ç
　
連
邦
準
備
銀
行
法
第
二
五
条
ま
た
は
第
二
五
条
_
項
に
基
づ
い
て
運
営
さ
れ
て
い
る
組
織;

を
意
味
す
る
。

º
　
「
信
用
情
報
記
録
」
と
い
う
用
語
は
、
顧
客
と
金
融
機
関
と
の
関
係
を
維
持
す
る
た
め
に
金
融
機
関
が
保
有
す
る
記
録
か
ら
引
き

出
さ
れ
る
情
報
を
意
味
す
る
。

Ω
　
「
権
限
超
過
ア
ク
セ
ス
」
と
い
う
用
語
は
、
ア
ク
セ
ス
す
る
者
が
取
得
も
し
く
は
改
変
の
権
限
を
有
し
て
い
な
い
の
に
、
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
に
ア
ク
セ
ス
し
、
か
つ
、
当
該
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
内
に
あ
る
情
報
の
取
得
も
し
く
は
改
変
の
た
め
に
そ
の
ア
ク
セ
ス
を
用
い
る
こ
と
を

意
味
す
る
。

æ
　
「
合
衆
国
の
部
局
」
と
い
う
用
語
は
、
政
府
の
立
法
部
門
若
し
く
は
司
法
部
門
ま
た
は
第
五
款
第
一
〇
一
条
に
列
挙
さ
れ
た
執
行

部
門
の
中
の
一
つ
を
意
味
す
る
。

ø
　
「
損
害
」
と
い
う
用
語
は
、
デ
ー
タ
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
シ
ス
テ
ム
も
し
く
は
情
報
の
完
全
性
ま
た
は
可
用
性
に
対
す
る
何
ら
か
の
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侵
害
行
為
を
意
味
す
る
。

¿
　
「
政
府
の
組
織
」
と
い
う
用
語
は
、
合
衆
国
の
政
府
、
合
衆
国
の
州
も
し
く
は
州
政
府
、
外
国
及
び
外
国
の
州
、
地
方
自
治
体
、
市

町
村
そ
の
他
の
統
治
組
織
を
意
味
す
る
。

¡
　
「
拘
禁
刑
」
と
い
う
用
語
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
対
す
る
無
権
限
ア
ク
セ
ス
も
し
く
は
権
限
超
過
ア
ク
セ
ス
を
要
素
と
し
、
一
年

以
上
の
服
役
に
よ
っ
て
処
罰
可
能
な
犯
罪
に
つ
い
て
定
め
る
州
の
法
律
に
基
づ
く
拘
禁
を
含
む
。

¬
　
「
損
失
」
と
い
う
用
語
は
、
被
害
者
に
生
じ
た
合
理
的
な
金
銭
的
負
担
を
意
味
し
、
侵
害
行
為
に
対
す
る
対
応
費
用
、
損
害
を
評
価

す
る
行
為
の
費
用
、
デ
ー
タ
、
シ
ス
テ
ム
も
し
く
は
情
報
を
侵
害
行
為
以
前
の
状
態
に
復
す
る
た
め
の
修
復
費
用
、
収
入
の
喪
失
、
被

害
に
よ
る
費
用
、
ま
た
は
、
役
務
提
供
の
阻
害
に
よ
り
生
じ
た
も
の
そ
の
他
の
副
次
的
な
損
害
を
含
む
。

√
　
「
者
」
と
い
う
用
語
は
、
個
人
、
団
体
、
会
社
、
教
育
機
関
、
金
融
機
関
、
政
府
機
関
、
司
法
機
関
そ
の
他
の
組
織
を
含
む
。

d
　
本
条
は
、
合
衆
国
、
州
も
し
く
は
州
政
府
の
法
執
行
機
関
ま
た
は
合
衆
国
情
報
局
の
適
法
な
捜
査
活
動
、
防
衛
活
動
な
い
し
諜
報
活

動
を
禁
止
す
る
も
の
で
は
な
い
。

e
　
本
条
の
違
反
行
為
に
よ
り
損
害
も
し
く
は
損
失
を
被
っ
た
者
は
、
そ
の
加
害
者
に
対
し
、
損
害
賠
償
請
求
、
暫
定
的
差
止
請
求
ま
た
は

そ
の
他
の
衡
平
法
上
の
救
済
を
求
め
る
た
め
、
民
事
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
a
項
ª
y
（ⅰ）
の
（Ⅰ）
、
（Ⅱ）
、
（Ⅲ）
、
（Ⅳ）
ま
た
は
（Ⅴ）
に

規
定
す
る
事
項
中
の
ど
れ
か
一
つ
が
行
為
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
の
み
、
本
条
の
違
反
を
原
因
と
す
る
民
事
訴
訟
を
提
起
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
a
項
ª
y
（ⅰ）
（Ⅰ）
に
規
定
す
る
行
為
の
み
を
含
む
侵
害
行
為
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
は
、
経
済
的
損
失
に
限
ら
れ
る
。
侵

害
行
為
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
た
行
為
の
日
ま
た
は
損
害
を
発
見
し
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
本
条
に
基
づ
く
訴
訟
を
提
起
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
ま
た
は
フ
ァ
ー
ム
ウ
ェ
ア
の
設
計
も
し
く
は
製

造
に
対
す
る
侵
害
行
為
に
つ
い
て
は
、
本
条
に
基
づ
く
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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f
　
司
法
長
官
及
び
財
務
長
官
は
、
本
条
制
定
後
の
最
初
の
三
年
間
は
、
_
項
º
に
基
づ
く
捜
査
と
起
訴
に
つ
い
て
、
連
邦
議
会
に
対
す

る
年
次
報
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

g
∏
　
裁
判
所
は
、
本
条
の
違
反
行
為
に
よ
り
起
訴
さ
れ
た
者
ま
た
は
本
条
に
違
反
す
る
企
て
に
よ
り
起
訴
さ
れ
た
者
に
対
し
て
判
決
を

宣
告
す
る
に
際
し
、
他
の
刑
に
付
加
す
る
も
の
と
し
て
、
か
つ
、
州
法
の
条
項
と
は
か
か
わ
り
な
く
、
そ
の
よ
う
な
者
に
対
し
、
以
下

の
も
の
を
合
衆
国
が
没
収
す
る
こ
と
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

y
　
当
該
違
反
行
為
を
遂
行
す
る
た
め
、
も
し
く
は
、
そ
の
遂
行
を
容
易
に
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
、
ま
た
は
、
そ
の
よ
う
に
用
い

る
準
備
を
し
た
財
産
上
の
利
益;
及
び

z
　
当
該
違
反
行
為
を
組
成
し
も
し
く
は
当
該
違
反
行
為
か
ら
得
ら
れ
た
財
産
（
動
産
も
し
く
は
不
動
産
）、
当
該
違
反
行
為
の
結
果

と
し
て
、
直
接
も
し
く
は
間
接
に
そ
の
者
が
得
た
利
益
。

π
　
本
項
に
基
づ
く
財
産
の
没
収
刑
、
そ
の
捜
索
及
び
押
収
並
び
に
こ
れ
ら
と
関
連
す
る
司
法
手
続
は
、
本
条
b
項
に
規
定
す
る
場
合

を
除
き
、
一
九
七
〇
年
総
合
薬
物
濫
用
防
止
並
び
に
規
制
法
（2

1
U
.S
.C
.
8
5
3

）
四
一
三
条
の
規
定
に
従
っ
て
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

h
　
g
項
に
お
い
て
は
、
次
の
物
品
に
対
し
て
合
衆
国
が
没
収
す
る
権
限
を
有
し
、
当
該
物
品
に
つ
い
て
優
越
的
な
権
利
は
存
在
し
な
い（42
）
　
・・

∏
　
本
条
の
違
反
行
為
を
遂
行
す
る
た
め
、
も
し
く
は
、
そ
の
遂
行
を
容
易
に
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
、
ま
た
は
、
そ
の
よ
う
に
用
い

る
準
備
を
し
た
財
産
。

π
　
本
条
の
違
反
行
為
も
し
く
は
そ
の
企
て
を
組
成
し
ま
た
は
そ
れ
か
ら
得
ら
れ
た
財
産
も
し
く
は
不
動
産
。



明
治
大
学
　
法
律
論
叢
86
巻
1
号
：
責
了
te
x
/n
at
su
i-
86
1.
te
x
p
ag
e9
2
20
13
/0
7/
08
16
:2
3

―
―
法
　
　
律
　
　
論
　
　
叢
―
―

9
2 ﹇ 原 文 ﹈

18 USC § 1030 - Fraud and related activity in connection with computers

(a)Whoever ―

(1)having knowingly accessed a computer without authorization or exceeding authorized access, and by means of

such conduct having obtained information that has been determined by the United States Government pursuant to

an Executive order or statute to require protection against unauthorized disclosure for reasons of national defense or

foreign relations, or any restricted data, as defined in paragraph y. of section 11 of the Atomic Energy Act of 1954,

with reason to believe that such information so obtained could be used to the injury of the United States, or to the

advantage of any foreign nation willfully communicates, delivers, transmits, or causes to be communicated, delivered,

or transmitted, or attempts to communicate, deliver, transmit or cause to be communicated, delivered, or transmitted

the same to any person not entitled to receive it, or willfully retains the same and fails to deliver it to the officer or

employee of the United States entitled to receive it;

(2)intentionally accesses a computer without authorization or exceeds authorized access, and thereby obtains ―

(A)information contained in a financial record of a financial institution, or of a card issuer as defined in section

1602(n) of title 15, or contained in a file of a consumer reporting agency on a consumer, as such terms are defined

in the Fair Credit Reporting Act (15 U.S.C. 1681 et seq.);

(B)information from any department or agency of the United States; or

(C)information from any protected computer;
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(3)intentionally, without authorization to access any nonpublic computer of a department or agency of the United

States, accesses such a computer of that department or agency that is exclusively for the use of the Government of

the United States or, in the case of a computer not exclusively for such use, is used by or for the Government of the

United States and such conduct affects that use by or for the Government of the United States;

(4)knowingly and with intent to defraud, accesses a protected computer without authorization, or exceeds authorized

access, and by means of such conduct furthers the intended fraud and obtains anything of value, unless the object of

the fraud and the thing obtained consists only of the use of the computer and the value of such use is not more than

$5,000 in any 1-year period;

(5)

(A)knowingly causes the transmission of a program, information, code, or command, and as a result of such conduct,

intentionally causes damage without authorization, to a protected computer;

(B)intentionally accesses a protected computer without authorization, and as a result of such conduct, recklessly

causes damage; or

(C)intentionally accesses a protected computer without authorization, and as a result of such conduct, causes

damage and loss.

(6)knowingly and with intent to defraud traffics (as defined in section 1029) in any password or similar information

through which a computer may be accessed without authorization, if ―

(A)such trafficking affects interstate or foreign commerce; or
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(B)such computer is used by or for the Government of the United States;

(7)with intent to extort from any person any money or other thing of value, transmits in interstate or foreign commerce

any communication containing any ―

(A)threat to cause damage to a protected computer;

(B)threat to obtain information from a protected computer without authorization or in excess of authorization

or to impair the confidentiality of information obtained from a protected computer without authorization or by

exceeding authorized access; or

(C)demand or request for money or other thing of value in relation to damage to a protected computer, where such

damage was caused to facilitate the extortion;

shall be punished as provided in subsection (c) of this section.

(b)Whoever conspires to commit or attempts to commit an offense under subsection (a) of this section shall be punished

as provided in subsection (c) of this section.

(c)The punishment for an offense under subsection (a) or (b) of this section is ―

(1)

(A)a fine under this title or imprisonment for not more than ten years, or both, in the case of an offense under

subsection (a)(1) of this section which does not occur after a conviction for another offense under this section, or

an attempt to commit an offense punishable under this subparagraph; and

(B)a fine under this title or imprisonment for not more than twenty years, or both, in the case of an offense under
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subsection (a)(1) of this section which occurs after a conviction for another offense under this section, or an attempt

to commit an offense punishable under this subparagraph;

(2)

(A)except as provided in subparagraph (B), a fine under this title or imprisonment for not more than one year,

or both, in the case of an offense under subsection (a)(2), (a)(3), or (a)(6) of this section which does not occur

after a conviction for another offense under this section, or an attempt to commit an offense punishable under this

subparagraph;

(B)a fine under this title or imprisonment for not more than 5 years, or both, in the case of an offense under

subsection (a)(2), or an attempt to commit an offense punishable under this subparagraph, if ―

(i)the offense was committed for purposes of commercial advantage or private financial gain;

(ii)the offense was committed in furtherance of any criminal or tortious act in violation of the Constitution or

laws of the United States or of any State; or

(iii)the value of the information obtained exceeds $5,000; and

(C)a fine under this title or imprisonment for not more than ten years, or both, in the case of an offense under

subsection (a)(2), (a)(3) or (a)(6) of this section which occurs after a conviction for another offense under this

section, or an attempt to commit an offense punishable under this subparagraph;

(3)

(A)a fine under this title or imprisonment for not more than five years, or both, in the case of an offense under
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subsection (a)(4) or (a)(7) of this section which does not occur after a conviction for another offense under this

section, or an attempt to commit an offense punishable under this subparagraph; and

(B)a fine under this title or imprisonment for not more than ten years, or both, in the case of an offense under

subsection (a)(4), or (a)(7) of this section which occurs after a conviction for another offense under this section, or

an attempt to commit an offense punishable under this subparagraph;

(4)

(A)except as provided in subparagraphs (E) and (F), a fine under this title, imprisonment for not more than 5

years, or both, in the case of ―
(i)an offense under subsection (a)(5)(B), which does not occur after a conviction for another offense under this

section, if the offense caused (or, in the case of an attempted offense, would, if completed, have caused) ―

(I)loss to 1 or more persons during any 1-year period (and, for purposes of an investigation, prosecution, or

other proceeding brought by the United States only, loss resulting from a related course of conduct affecting 1

or more other protected computers) aggregating at least $5,000 in value;

(II)the modification or impairment, or potential modification or impairment, of the medical examination,

diagnosis, treatment, or care of 1 or more individuals;

(III)physical injury to any person;

(IV)a threat to public health or safety;

(V)damage affecting a computer used by or for an entity of the United States Government in furtherance of
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the administration of justice, national defense, or national security; or

(VI)damage affecting 10 or more protected computers during any 1-year period; or

(ii)an attempt to commit an offense punishable under this subparagraph;

(B)except as provided in subparagraphs (E) and (F), a fine under this title, imprisonment for not more than 10

years, or both, in the case of ―

(i)an offense under subsection (a)(5)(A), which does not occur after a conviction for another offense under this

section, if the offense caused (or, in the case of an attempted offense, would, if completed, have caused) a harm

provided in subclauses (I) through (VI) of subparagraph (A)(i); or

(ii)an attempt to commit an offense punishable under this subparagraph;

(C)except as provided in subparagraphs (E) and (F), a fine under this title, imprisonment for not more than 20

years, or both, in the case of ―

(i)an offense or an attempt to commit an offense under subparagraphs (A) or (B) of subsection (a)(5) that occurs

after a conviction for another offense under this section; or

(ii)an attempt to commit an offense punishable under this subparagraph;

(D)a fine under this title, imprisonment for not more than 10 years, or both, in the case of ―

(i)an offense or an attempt to commit an offense under subsection (a)(5)(C) that occurs after a conviction for

another offense under this section; or

(ii)an attempt to commit an offense punishable under this subparagraph;
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(E)if the offender attempts to cause or knowingly or recklessly causes serious bodily injury from conduct in violation

of subsection (a)(5)(A), a fine under this title, imprisonment for not more than 20 years, or both;

(F)if the offender attempts to cause or knowingly or recklessly causes death from conduct in violation of subsection

(a)(5)(A), a fine under this title, imprisonment for any term of years or for life, or both; or

(G)a fine under this title, imprisonment for not more than 1 year, or both, for ―

(i)any other offense under subsection (a)(5); or

(ii)an attempt to commit an offense punishable under this subparagraph.

(d)

(1)The United States Secret Service shall, in addition to any other agency having such authority, have the authority

to investigate offenses under this section.

(2)The Federal Bureau of Investigation shall have primary authority to investigate offenses under subsection (a)(1)

for any cases involving espionage, foreign counterintelligence, information protected against unauthorized disclosure

for reasons of national defense or foreign relations, or Restricted Data (as that term is defined in section 11y of the

Atomic Energy Act of 1954 (42 U.S.C. 2014(y)), except for offenses affecting the duties of the United States Secret

Service pursuant to section 3056(a) of this title.

(3)Such authority shall be exercised in accordance with an agreement which shall be entered into by the Secretary of

the Treasury and the Attorney General.

(e)As used in this section ―
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(1)the term “computer” means an electronic, magnetic, optical, electrochemical, or other high speed data processing

device performing logical, arithmetic, or storage functions, and includes any data storage facility or communications

facility directly related to or operating in conjunction with such device, but such term does not include an automated

typewriter or typesetter, a portable hand held calculator, or other similar device;

(2)the term “protected computer” means a computer ―

(A)exclusively for the use of a financial institution or the United States Government, or, in the case of a computer

not exclusively for such use, used by or for a financial institution or the United States Government and the conduct

constituting the offense affects that use by or for the financial institution or the Government; or

(B)which is used in or affecting interstate or foreign commerce or communication, including a computer located

outside the United States that is used in a manner that affects interstate or foreign commerce or communication of

the United States;

(3)the term “State” includes the District of Columbia, the Commonwealth of Puerto Rico, and any other

commonwealth, possession or territory of the United States;

(4)the term “financial institution” means ―

(A)an institution, with deposits insured by the Federal Deposit Insurance Corporation;

(B)the Federal Reserve or a member of the Federal Reserve including any Federal Reserve Bank;

(C)a credit union with accounts insured by the National Credit Union Administration;

(D)a member of the Federal home loan bank system and any home loan bank;
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(E)any institution of the Farm Credit System under the Farm Credit Act of 1971;

(F)a broker-dealer registered with the Securities and Exchange Commission pursuant to section 15 of the Securities

Exchange Act of 1934;

(G)the Securities Investor Protection Corporation;

(H)a branch or agency of a foreign bank (as such terms are defined in paragraphs (1) and (3) of section 1(b) of the

International Banking Act of 1978); and

(I)an organization operating under section 25 or section 25(a) of the Federal Reserve Act;

(5)the term “financial record” means information derived from any record held by a financial institution pertaining

to a customer’s relationship with the financial institution;

(6)the term “exceeds authorized access” means to access a computer with authorization and to use such access to

obtain or alter information in the computer that the accesser is not entitled so to obtain or alter;

(7)the term “department of the United States” means the legislative or judicial branch of the Government or one of

the executive departments enumerated in section 101 of title 5;

(8)the term “damage” means any impairment to the integrity or availability of data, a program, a system, or

information;

(9)the term “government entity” includes the Government of the United States, any State or political subdivision

of the United States, any foreign country, and any state, province, municipality, or other political subdivision of a

foreign country;
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(10)the term “conviction” shall include a conviction under the law of any State for a crime punishable by imprisonment

for more than 1 year, an element of which is unauthorized access, or exceeding authorized access, to a computer;

(11)the term “loss” means any reasonable cost to any victim, including the cost of responding to an offense, conducting

a damage assessment, and restoring the data, program, system, or information to its condition prior to the offense,

and any revenue lost, cost incurred, or other consequential damages incurred because of interruption of service; and

(12)the term “person” means any individual, firm, corporation, educational institution, financial institution,

governmental entity, or legal or other entity.

(f)This section does not prohibit any lawfully authorized investigative, protective, or intelligence activity of a law

enforcement agency of the United States, a State, or a political subdivision of a State, or of an intelligence agency of

the United States.

(g)Any person who suffers damage or loss by reason of a violation of this section may maintain a civil action against the

violator to obtain compensatory damages and injunctive relief or other equitable relief. A civil action for a violation of

this section may be brought only if the conduct involves 1 of the factors set forth in subclauses (I), (II), (III), (IV), or

(V) of subsection (c)(4)(A)(i). Damages for a violation involving only conduct described in subsection (c)(4)(A)(i)(I)

are limited to economic damages. No action may be brought under this subsection unless such action is begun within 2

years of the date of the act complained of or the date of the discovery of the damage. No action may be brought under

this subsection for the negligent design or manufacture of computer hardware, computer software, or firmware.

(h)The Attorney General and the Secretary of the Treasury shall report to the Congress annually, during the first 3
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years following the date of the enactment of this subsection, concerning investigations and prosecutions under subsection

(a)(5).

(i)

(1)The court, in imposing sentence on any person convicted of a violation of this section, or convicted of conspiracy to

violate this section, shall order, in addition to any other sentence imposed and irrespective of any provision of State

law, that such person forfeit to the United States ―

(A)such person’s interest in any personal property that was used or intended to be used to commit or to facilitate

the commission of such violation; and

(B)any property, real or personal, constituting or derived from, any proceeds that such person obtained, directly

or indirectly, as a result of such violation.

(2)The criminal forfeiture of property under this subsection, any seizure and disposition thereof, and any judicial

proceeding in relation thereto, shall be governed by the provisions of section 413 of the Comprehensive Drug Abuse

Prevention and Control Act of 1970 (21 U.S.C. 853), except subsection (d) of that section.

(j)For purposes of subsection (i), the following shall be subject to forfeiture to the United States and no property right

shall exist in them:

(1)Any personal property used or intended to be used to commit or to facilitate the commission of any violation of

this section, or a conspiracy to violate this section.

(2)Any property, real or personal, which constitutes or is derived from proceeds traceable to any violation of this
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sectio
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六
　
ま
と
め

以
上
で
本
論
文
に
お
け
る
電
子
計
算
機
使
用
詐
欺
罪
に
関
す
る
検
討
を
終
え
る
。
電
子
計
算
機
使
用
詐
欺
罪
は
、
条
文
上
の
位
置
づ
け

と
は
無
関
係
に
、
そ
の
本
質
と
し
て
財
産
上
の
利
益
の
窃
取
行
為
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
二
項
窃
盗
と
し
て
認
識
・
理
解
す

べ
き
も
の
で
あ
る
。

他
方
、
本
論
文
で
は
あ
え
て
詳
し
く
触
れ
な
か
っ
た
が
、
電
子
計
算
機
使
用
詐
欺
罪
を
構
成
す
る
行
為
と
全
く
同
じ
行
為
が
、
法
解
釈

論
上
で
は
横
領
罪
や
背
任
罪
を
構
成
す
る
こ
と
が
十
分
に
あ
り
得
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
刑
法
総
論
の
領
域
に
属
す
る
法
解
釈
論
上

の
非
常
に
厄
介
な
問
題
を
精
密
に
分
析
・
検
討
し
た
上
で
な
い
と
正
確
な
立
論
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
更
に
考
察
を
深
め
て
か

ら
別
稿
に
お
い
て
私
見
を
明
ら
か
に
し
た
い（43
）
　
。

電
子
計
算
機
使
用
詐
欺
罪
を
含
め
、
サ
イ
バ
ー
犯
罪
中
の
財
産
犯
に
属
す
る
犯
罪
行
為
に
関
す
る
現
行
刑
法
上
の
処
罰
条
項
は
、
基
本

的
に
は
昭
和
六
二
年
刑
法
一
部
改
正
に
よ
り
追
加
的
に
立
法
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
社
会
に
広
く
普
及
す

る
以
前
の
時
代
状
況
を
前
提
と
し
た
も
の
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
、
あ
く
ま
で
も
財
物
の
奪
取
を
基
本
形
と
す
る
財
産
犯

の
体
系
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
利
得
型
犯
罪
は
、
メ
イ
ン
の
犯
罪
類
型
と
し
て
は
認
識
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な

が
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
電
子
商
取
引
の
普
及
の
結
果
、
時
代
は
大
き
く
変
化
し
た
。
物
品
だ
け
で
は
な
く
役
務
も
ま
た
重
要
な
財
産

権
の
一
部
と
さ
れ
、
と
り
わ
け
「
情
報
財
」
の
価
値
が
高
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
現
在
の
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
財
産
犯
と
し
て
の

電
子
計
算
機
を
用
い
た
財
産
的
利
益
の
無
権
限
取
得
行
為
に
つ
い
て
、
そ
の
よ
う
な
類
型
に
属
す
る
サ
イ
バ
ー
犯
罪
全
体
に
わ
た
り
、
法
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理
論
の
再
構
築
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

電
子
計
算
機
を
用
い
た
財
産
権
の
不
正
取
得
と
関
連
す
る
サ
イ
バ
ー
犯
罪
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
調
査
・
検
討
を
重
ね
、
そ
の
検
討
結

果
を
論
文
の
か
た
ち
で
公
に
し
た
い
と
考
え
る（44
）
　
。

注（
1
）

日
本
国
の
刑
法
二
四
六
条
の
二
が
制
定
さ
れ
る
に
際
し
非
常
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
当
時
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
学
説
・
判
例
に
つ

い
て
は
、
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
ズ
ィ
ー
バ
ー
（
西
田
典
之
・
山
口

厚
訳
）『
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
と
刑
法
Ⅰ
』（
成
文
堂
、
一
九
八
六
）
二
〇
四
〜
二
三
七

頁
参
照
。

（
2
）

夏
井
高
人
『
裁
判
実
務
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
法
と
技
術
の
調
和
を
め
ざ
し
て
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
三
）
八
一
頁
以
下
、
米
澤
慶
治
編
『
刑
法

等
一
部
改
正
法
の
解
説
』（
立
花
書
房
、
一
九
八
八
）
一
一
二
頁
以
下
、
的
場
純
男
・
河
村

博
『
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
Ｑ
＆
Ａ
』（
三
協
法
規
、
一
九

八
八
）
一
三
八
頁
以
下
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
刑
法
改
正
対
策
委
員
会
編
『
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
と
現
代
刑
法
』（
三
省
堂
、
一
九
九
〇
）
一
四
九
頁

以
下
参
照
。
な
お
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
に
つ
い
て
他
に
も
非
常
に
著
名
な
書
籍
・
文
献
が
存
在
す
る
が
、
そ
の
内
容
に
剽
窃
ま
た
は
こ
れ
に
類
す

る
行
為
が
あ
っ
た
疑
い
が
あ
る
た
め
、
本
論
文
で
は
引
用
し
な
い
。

（
3
）

前
掲
『
刑
法
等
一
部
改
正
法
の
解
説
』
一
一
六
頁

（
4
）

前
掲
『
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
と
現
代
刑
法
』
一
五
三
頁

（
5
）

昭
和
六
二
年
刑
法
一
部
改
正
当
時
の
英
米
に
お
け
る
立
法
動
向
に
対
す
る
認
識
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
辛
島

睦
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
立
法
」
法
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
一
号
五
三
頁
（
一
九
八
三
）
が
参
考
に
な
る
。
ま
た
、
電
子
計
算
機
を
用
い
た
違
法
な
財
産
的
利
益
の

取
得
行
為
に
つ
い
て
詐
欺
罪
が
成
立
す
る
か
否
か
が
争
点
と
な
っ
た
英
米
の
裁
判
例
に
対
す
る
当
時
の
認
識
に
つ
い
て
は
、
宮
野

彬
「
ア
メ
リ
カ

と
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
」
法
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
一
号
八
三
頁
が
参
考
に
な
る
。

（
6
）

理
論
的
に
は
横
領
罪
や
背
任
罪
に
該
当
す
る
よ
う
な
行
為
ま
た
は
こ
れ
に
類
す
る
行
為
に
つ
い
て
も
理
論
的
な
整
理
が
必
要
と
な
る
が
、
こ
の
点

に
つ
い
て
は
別
稿
に
お
い
て
改
め
て
論
ず
る
こ
と
と
し
、
本
論
文
で
は
触
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
こ
の
点
に
関
す
る
従
来
の
議
論
と
し
て
は
、

前
掲
『
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
と
現
代
刑
法
』
一
五
三
頁
以
下
が
最
も
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。

（
7
）

刑
法
二
四
六
条
の
二
に
定
め
る
条
文
の
文
言
ど
お
り
に
電
子
計
算
機
に
対
し
て
「
不
正
な
指
令
」
を
与
え
る
と
、
エ
ラ
ー
と
し
て
処
理
し
な
い
結

果
に
終
わ
る
か
、
ま
た
は
、
当
該
電
子
計
算
機
が
暴
走
す
る
か
ど
ち
ら
か
で
あ
る
の
で
、
犯
罪
と
し
て
は
既
遂
に
達
す
る
こ
と
が
あ
り
得
な
い
と
い
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う
意
味
で
必
ず
不
能
犯
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
電
子
計
算
機
使
用
詐
欺
罪
に
お
け
る
「
不
正
な
指
令
」
と
は
、「
権
限
な
く
何
ら
か
の
指
令
を
与
え
る

行
為
」
と
法
解
釈
す
る
以
外
に
な
い
と
解
さ
れ
る
。

（
8
）

こ
の
よ
う
に
「
権
限
」
を
機
軸
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
は
、
従
来
の
刑
法
各
論
に
お
け
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
全
く
異
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
理

論
的
に
も
実
務
的
に
も
極
め
て
有
用
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
夏
井
高
人
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
立
法
動
向
―

無
権
限
ア
ク
セ
ス
を
中
心
と
す
る
比
較
法
的
検
討
と
日
本
法
へ
の
示
唆
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
〇
〇
八
号
一
〇
六
頁
で
も
若
干
の
考
察
結
果
を
示
し
た
。

（
9
）

リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
状
況
分
析
に
つ
い
て
は
、
筆
者
（
夏
井
）
が
運
営
し
て
い
る
下
記
の
ブ
ロ
グ
サ
イ
ト
に
日
々
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
さ
れ
る
記
事
を
参

照
さ
れ
た
い
。

サ
イ
バ
ー
法
ブ
ロ
グ

h
ttp
:/
/
cy
b
erla
w
.co
co
lo
g
-n
ifty.co

m
/

（
10
）

前
掲
『
刑
法
等
一
部
改
正
法
の
解
説
』
一
一
六
頁
。
裁
判
例
と
し
て
は
、
最
高
裁
昭
和
三
一
年
八
月
二
二
日
決
定
・
刑
集
一
〇
巻
八
号
一
二
六
〇

頁
、
東
京
高
裁
昭
和
三
一
年
一
月
三
〇
日
判
決
・
東
京
高
等
裁
判
所
（
刑
事
）
判
決
時
報
七
巻
一
号
二
四
頁
、
名
古
屋
高
裁
昭
和
二
八
年
一
〇
月
一
四

日
判
決
・
高
等
裁
判
所
刑
事
判
例
集
六
巻
一
一
号
一
五
二
五
頁
、
浦
和
地
裁
昭
和
二
八
年
八
月
二
一
日
判
決
・
判
例
時
報
八
号
一
九
頁
な
ど
が
あ
る
。

（
11
）

事
案
は
少
し
異
な
る
が
、
変
造
さ
れ
た
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
を
パ
チ
ン
コ
球
遊
機
に
挿
入
し
、
そ
の
球
遊
機
を
使
用
可
能
に
す
れ
ば
、
そ
の
時
点
で

本
来
で
あ
れ
ば
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
へ
の
入
金
の
負
担
と
い
う
財
産
上
不
法
の
利
益
を
得
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
点
を
と
ら
え
、
電
子
計
算
機
使
用

詐
欺
罪
の
成
立
を
認
め
た
事
例
と
し
て
、
長
野
地
裁
諏
訪
支
部
平
成
八
年
七
月
五
日
判
決
・
判
例
時
報
一
五
九
五
号
一
五
四
頁
が
あ
る
。
通
常
、
プ

リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
を
挿
入
す
る
と
、
カ
ー
ド
度
数
を
電
子
計
算
機
が
計
算
処
理
し
た
上
で
、
そ
の
度
数
に
対
応
す
る
数
量
の
パ
チ
ン
コ
玉
を
自
動
供

給
す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
パ
チ
ン
コ
玉
の
供
給
が
な
さ
れ
た
時
点
で
既
遂
に
な
る
と
い
う
見
解
を
採
用
す
る
と
、
利
得
罪
で
あ
る
電

子
計
算
機
使
用
詐
欺
罪
で
は
な
く
財
物
の
奪
取
罪
で
あ
る
窃
盗
罪
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
両
者

の
罪
は
本
質
的
に
同
じ
犯
罪
類
型
に
属
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
12
）

夏
井
高
人
監
修
『
Ｉ
Ｔ
ビ
ジ
ネ
ス
法
入
門
』（
Ｔ
Ａ
Ｃ
出
版
、
二
〇
一
〇
）
二
〇
五
〜
二
〇
八
頁

（
13
）

前
掲
夏
井
高
人
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
立
法
動
向
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
14
）

「
権
限
」
と
い
う
構
成
要
件
要
素
を
機
軸
と
し
て
犯
罪
類
型
を
ま
と
め
な
お
す
と
、
様
々
な
違
法
性
阻
却
事
由
を
よ
り
合
理
的
に
整
理
し
て
認
識
・

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
利
点
も
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
論
文
で
は
示
唆
に
と
ど
め
詳
論
を
避
け
る
。

（
15
）

正
確
に
は
、
自
律
型
ロ
ボ
ッ
ト
に
対
し
て
窃
盗
罪
や
電
子
計
算
機
使
用
詐
欺
罪
の
よ
う
な
行
為
が
実
行
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
自
律
型
ロ
ボ
ッ
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ト
の
所
有
者
が
存
在
せ
ず
、
人
間
と
同
様
に
自
律
的
に
社
会
内
で
生
活
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、（
ロ
ボ
ッ
ト
に
も
私
権
の
共
有
能
力
す
な
わ
ち
権
利
能

力
を
肯
定
す
る
の
で
な
い
限
り
）「
法
益
侵
害
が
な
い
」
と
い
う
奇
妙
な
事
態
が
生
じ
得
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
当
該
ロ
ボ
ッ
ト
に
権
利
能
力

が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
、
ロ
ボ
ッ
ト
か
ら
何
か
を
奪
っ
て
も
無
主
物
先
占
が
成
立
し
得
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
場
合
に
は
、
法
益
侵
害
が
あ
り
得
な

い
と
い
う
論
理
的
帰
結
を
承
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
（
当
該
ロ
ボ
ッ
ト
に
つ
い
て
人
間
で
あ
る
所
有
者
が
存
在
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ

の
所
有
者
と
し
て
の
人
間
が
法
益
侵
害
を
受
け
る
被
害
者
に
な
る
こ
と
は
当
然
の
前
提
で
あ
る
。）。

（
16
）

『
平
成
二
四
年
中
の
サ
イ
バ
ー
犯
罪
の
検
挙
及
び
相
談
状
況
等
に
つ
い
て
』（
警
察
庁
、
平
成
二
五
年
三
月
二
八
日
）
一
頁
に
よ
れ
ば
、
電
子
計
算

機
使
用
詐
欺
罪
に
よ
る
検
挙
数
は
、
平
成
二
〇
年
二
二
〇
件
、
平
成
二
一
年
一
六
九
件
、
平
成
二
二
年
九
一
件
、
平
成
二
三
年
七
九
件
及
び
平
成
二

四
年
九
五
件
と
さ
れ
て
い
る
。

（
17
）

判
例
研
究
と
し
て
、
佐
々
木
史
郎
編
『
犯
罪
経
済
刑
法
体
系
第
三
巻
刑
法
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
〇
）
三
五
五
頁
﹇
薄
金
孝
太
郎
﹈
が
あ
る
。

（
18
）

頁
数
の
関
係
で
犯
罪
事
実
の
一
部
の
み
を
示
す
。
実
際
に
は
同
様
の
手
口
に
よ
る
多
数
回
に
わ
た
る
キ
セ
ル
乗
車
行
為
に
つ
い
て
電
子
計
算
機
使

用
詐
欺
罪
に
よ
り
起
訴
さ
れ
、
有
罪
と
な
っ
た
。

（
19
）

外
務
省
訳
に
基
づ
く
。

（
20
）

﹇
訳
注
﹈
故
意
に
よ
る
無
権
限
ア
ク
セ
ス
行
為
ま
た
は
権
限
超
過
ア
ク
セ
ス
の
こ
と
を
指
す
。

（
21
）

﹇
訳
注
﹈
日
本
国
の
類
似
情
報
と
し
て
は
、
貸
金
業
法
に
基
づ
く
指
定
信
用
情
報
機
関
が
保
有
す
る
与
信
情
報
等
が
相
当
す
る
。

（
22
）

﹇
訳
注
﹈
合
衆
国
政
府
の
部
局
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
に
無
権
限
ア
ク
セ
ス
等
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
取
得
す
る
こ
と
の
で
き
る
情
報
と
い

う
意
味
で
あ
る
。

（
23
）

﹇
訳
注
﹈
合
衆
国
政
府
の
部
局
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
内
に
あ
る
情
報
に
つ
い
て
は
z
で
既
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
{
は
そ
れ
以

外
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
す
な
わ
ち
民
間
部
門
に
あ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。「
保
護
さ
れ
た
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
」
は
c
π
で
定
義
さ
れ
て
い
る
。

（
24
）

﹇
訳
注
﹈
無
権
限
ア
ク
セ
ス
行
為
の
こ
と
を
指
す
。

（
25
）

﹇
訳
注
﹈
合
衆
国
連
邦
政
府
専
用
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
対
す
る
無
権
限
ア
ク
セ
ス
は
原
則
と
し
て
有
罪
と
な
る
が
、
合
衆
国
連
邦
政
府
専
用
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
で
は
な
い
け
れ
ど
も
合
衆
国
連
邦
政
府
が
利
用
し
て
い
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
対
す
る
無
権
限
ア
ク
セ
ス
の
場
合
に
は
、
合
衆
国
連
邦
政
府
に
よ
る

利
用
に
悪
影
響
を
生
じ
さ
せ
る
場
合
に
の
み
有
罪
と
な
る
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。
民
間
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
ク
ラ
ウ
ド
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス

を
合
衆
国
政
府
及
び
民
間
企
業
等
が
共
同
利
用
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
（
合
衆
国
連
邦
政
府
に
よ
る
業
務
委
託
先
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
が
パ
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ブ
リ
ッ
ク
ク
ラ
ウ
ド
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
あ
り
、
合
衆
国
連
邦
政
府
専
用
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
他
の
民
間
企
業
も
同

じ
パ
ブ
リ
ッ
ク
ク
ラ
ウ
ド
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
か
ら
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
受
け
て
い
る
よ
う
な
場
合
を
含
む
。）、
後
者
の
非
専
用
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

に
対
す
る
無
権
限
ア
ク
セ
ス
が
問
題
と
な
り
得
る
。

（
26
）

﹇
訳
注
﹈U

n
ited

S
ta
tes
v
.
C
zu
b
in
sk
i,
U
n
ited

S
ta
tes
C
o
u
rt
o
f
A
p
p
ea
ls
fo
r
th
e
F
irst
C
ircu
it,
1
9
9
7
,
1
0
6
F
.3
d
1
0
6
9
.

（
27
）

﹇
訳
注
﹈
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
を
無
権
限
利
用
し
た
と
い
う
だ
け
で
も
利
用
代
金
や
電
気
料
金
の
支
払
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
無

権
限
利
用
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
損
失
を
計
算
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

（
28
）

﹇
訳
注
﹈
攻
撃
用
パ
ケ
ッ
ト
の
送
信
に
よ
るD

o
S

攻
撃
（D

D
o
S

攻
撃
）
や
損
害
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
各
種
マ
ル
ウ
ェ
ア
の
送
信
行

為
な
ど
が
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
る
。
な
お
、D

o
S

攻
撃
（D

D
o
S

攻
撃
）
に
つ
い
て
は
、
夏
井
高
人
「
サ
イ
バ
ー
犯
罪
の
研
究
（
一
）
―D

o
S

攻
撃

（D
D
o
S

攻
撃
）
に
関
す
る
比
較
法
的
検
討
―
」
法
律
論
叢
八
五
巻
一
号
一
九
七
頁
以
下
を
、
ス
パ
イ
ウ
ェ
ア
に
関
し
て
は
「
サ
イ
バ
ー
犯
罪
の
研
究

（
三
）
―
通
信
傍
受
に
関
す
る
比
較
法
的
検
討
―
」
法
律
論
叢
八
五
巻
六
号
三
六
三
頁
以
下
を
そ
れ
ぞ
れ
参
照
さ
れ
た
い
。

（
29
）

﹇
訳
注
﹈
損
害
と
い
う
結
果
の
発
生
を
犯
罪
成
立
要
件
と
し
て
い
る
の
で
、
結
果
犯
で
あ
る
。
た
だ
し
、
結
果
が
発
生
し
な
い
場
合
で
も
、
別
途
、

未
遂
罪
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
。

（
30
）

﹇
訳
注
﹈「reck

less

」
は
多
義
的
な
概
念
で
あ
り
、
各
国
の
法
制
に
よ
っ
て
そ
の
意
味
内
容
が
微
妙
に
異
な
る
こ
と
が
あ
る
。
一
般
的
に
は
、「
無

謀
に
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
高
柳
賢
三
・
末
延
三
次
編
『
英
米
法
辞
典
』（
有
斐
閣
、
一
九
五
二
）
四
〇
一
頁
は
「
不
注
意
」
と
い
う
訳
語

を
あ
て
て
い
る
。
米
国
刑
事
法
に
お
い
て
は
、
こ
の
「reck

less

」
と
い
う
概
念
は
、「
意
図
的
（in

ten
tio
n
a
lly

）」
に
結
果
を
発
生
さ
せ
た
場
合
を

含
ま
な
い
。
そ
し
て
、「reck

less

」
に
よ
り
結
果
を
発
生
さ
せ
た
場
合
、
意
図
的
に
損
害
を
発
生
さ
せ
た
場
合
よ
り
も
罪
責
が
軽
い
。
一
般
的
に
は
、

損
害
と
い
う
結
果
発
生
に
つ
い
て
予
見
ま
た
は
予
見
可
能
性
が
あ
っ
た
の
に
敢
え
て
行
動
し
、
結
果
を
発
生
さ
せ
た
場
合
を
指
す
も
の
と
し
て
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
厳
密
に
は
、「reck

less
」
と
し
て
実
行
さ
れ
る
犯
罪
行
為
に
は
、
日
本
国
の
故
意
概
念
上
に
お
け
る
「
未
必
的

故
意
」
が
認
め
ら
れ
る
場
合
と
「
過
失
」
に
よ
る
場
合
と
を
含
み
得
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

（
31
）

﹇
訳
注
﹈
{
の
場
合
、
無
過
失
で
も
結
果
を
発
生
さ
せ
た
場
合
を
処
罰
対
象
と
し
て
い
る
。
法
定
刑
は
、
y
の
意
図
的
に
発
生
さ
せ
た
場
合
が
最

も
重
く
、
z
の
「reck

less

」
の
場
合
に
は
少
し
軽
く
、
そ
し
て
、
{
の
場
合
が
最
も
軽
い
。
こ
れ
ら
の
法
定
刑
の
軽
重
は
、
損
害
発
生
と
い
う
結
果

に
対
す
る
主
観
的
意
図
（
意
欲
）
の
軽
重
に
対
応
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、O

rin
S
.
K
err,

C
o
m
p
u
ter
C
rim
e
L
a
w
,
T
h
o
m
so
n

W
est,
2
0
0
6
,
p
.8
5

が
参
考
に
な
る
。

（
32
）

﹇
訳
注
﹈
合
衆
国
法
律
集
一
八
款
一
〇
二
九
条
c
項
º
は
、「
送
信
（tra

ffi
c

）」
に
つ
い
て
、「
第
三
者
に
対
す
る
伝
送
そ
の
他
の
処
理
を
す
る
こ
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と
、
ま
た
は
、
伝
送
そ
の
他
の
処
理
を
す
る
意
図
で
管
理
を
取
得
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
」
と
定
義
し
て
い
る
。

（
33
）

﹇
訳
注
﹈
い
わ
ゆ
るR

a
n
so
m
w
a
re

（R
a
n
so
m
m
a
lw
a
re

）
に
よ
る
恐
喝
行
為
の
よ
う
な
場
合
を
想
定
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
34
）

﹇
訳
注
﹈
z
は
、
y
に
よ
り
処
罰
さ
れ
る
違
反
行
為
及
び
そ
の
未
遂
行
為
の
行
為
者
に
つ
い
て
、
こ
の
法
律
違
反
に
よ
り
処
罰
さ
れ
た
前
科
が
あ

る
場
合
の
同
種
前
科
累
犯
加
重
処
罰
条
項
で
あ
る
。

（
35
）

﹇
訳
注
﹈
{
は
、
y
ま
た
は
z
に
よ
り
処
罰
さ
れ
る
違
反
行
為
及
び
そ
の
未
遂
行
為
の
行
為
者
に
つ
い
て
、
こ
の
法
律
違
反
に
よ
り
処
罰
さ
れ
た

前
科
が
あ
る
場
合
の
同
種
前
科
累
犯
加
重
処
罰
条
項
で
あ
る
。

（
36
）

﹇
訳
注
﹈
z
は
、
y
に
よ
り
処
罰
さ
れ
る
違
反
行
為
及
び
そ
の
未
遂
行
為
の
行
為
者
に
つ
い
て
、
こ
の
法
律
違
反
に
よ
り
処
罰
さ
れ
た
前
科
が
あ

る
場
合
の
同
種
前
科
累
犯
加
重
処
罰
条
項
で
あ
る
。

（
37
）

﹇
訳
注
﹈
ª
の
y
ま
た
は
z
に
よ
り
処
罰
さ
れ
る
違
反
行
為
及
び
そ
の
未
遂
行
為
の
行
為
者
に
つ
い
て
、
こ
の
法
律
違
反
に
よ
り
処
罰
さ
れ
た
前

科
が
あ
る
場
合
の
同
種
前
科
累
犯
加
重
処
罰
条
項
で
あ
る
。

（
38
）

﹇
訳
注
﹈
①
航
空
機
を
墜
落
さ
せ
た
り
建
築
物
に
衝
突
さ
せ
た
り
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
当
該
航
空
機
の
乗
員
や
旅
客
等
を
傷
害
す
る
目
的
で
、
連

邦
政
府
の
航
空
管
制
シ
ス
テ
ム
に
無
権
限
ア
ク
セ
ス
す
る
よ
う
な
行
為
、
あ
る
い
は
、
②
原
子
力
発
電
所
の
制
御
シ
ス
テ
ム
を
暴
走
さ
せ
、
当
該
原

子
力
発
電
所
を
爆
発
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
発
電
所
の
作
業
員
や
近
隣
住
民
等
を
傷
害
す
る
目
的
で
、
当
該
原
子
力
発
電
所
の
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
シ
ス
テ
ム
に
無
権
限
ア
ク
セ
ス
す
る
行
為
な
ど
の
テ
ロ
行
為
を
想
定
し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

（
39
）

﹇
訳
注
﹈
y
と
同
様
の
テ
ロ
行
為
な
ど
を
想
定
し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
y
は
被
害
者
の
死
亡
に
至
ら
ず
に
傷
害
の
程
度
に
と
ど
ま
っ
た
場

合
に
適
用
さ
れ
、
z
は
殺
人
ま
た
は
傷
害
致
死
の
場
合
に
適
用
さ
れ
る
。
z
は
y
の
加
重
処
罰
条
項
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
日
本
国
法
で
は
、

傷
害
致
死
罪
ま
た
は
殺
人
罪
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
併
合
罪
と
し
て
不
正
ア
ク
セ
ス
罪
等
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
お
、
金
融
シ
ス

テ
ム
を
混
乱
さ
せ
、
投
資
家
や
銀
行
経
営
者
等
を
破
産
さ
せ
た
上
で
、
破
産
に
よ
る
精
神
的
シ
ョ
ッ
ク
か
ら
自
殺
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
当
該
金

融
シ
ス
テ
ム
に
無
権
限
ア
ク
セ
ス
やD

D
o
S

攻
撃
を
実
行
し
た
よ
う
な
事
案
を
想
定
し
た
場
合
、
破
産
者
が
常
に
自
殺
す
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
、

加
害
者
に
殺
人
の
目
的
は
あ
っ
て
も
因
果
関
係
の
立
証
上
の
問
題
が
あ
り
、
故
意
に
よ
る
犯
罪
と
し
て
z
が
適
用
さ
れ
得
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
疑

問
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
案
に
お
け
る
殺
人
罪
の
成
否
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
法
の
適
用
の
場
合
で
も
同
様
の
疑
問
が
あ
る
。

（
40
）

﹇
訳
注
﹈
合
衆
国
法
律
集
第
一
八
款
三
〇
五
六
条
_
項
は
、
合
衆
国
シ
ー
ク
レ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
が
守
る
べ
き
義
務
の
あ
る
者
（
対
象
者
）
を
列
挙
し

て
い
る
。
そ
の
中
に
は
、
合
衆
国
の
大
統
領
、
副
大
統
領
、
前
大
統
領
及
び
こ
れ
ら
の
者
の
家
族
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。

（
41
）

﹇
訳
注
」
現
在
主
流
の
電
子
計
算
機
の
大
部
分
は
無
機
質
の
要
素
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
バ
イ
オ
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
典
型
的
に
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見
ら
れ
る
よ
う
に
、
有
機
質
を
構
成
要
素
と
す
る
も
の
も
存
在
す
る
。
今
後
は
、
無
機
と
有
機
の
共
働
が
更
に
進
む
で
あ
ろ
う
。「
電
子
化
学
的
」
な

場
合
と
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
に
も
適
用
可
能
と
思
わ
れ
る
。

（
42
）

﹇
訳
注
﹈
連
邦
に
よ
る
没
収
に
対
し
て
、
そ
の
没
収
対
象
物
件
の
所
有
者
が
所
有
権
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
趣
旨
と
解
さ
れ
る
。

（
43
）

こ
の
論
点
と
関
連
す
る
裁
判
事
例
と
し
て
、
東
京
高
裁
平
成
五
年
六
月
二
九
判
決
・
高
等
裁
判
所
刑
事
判
例
集
四
六
巻
二
号
一
八
九
頁
及
び
そ
の

原
審
判
決
で
あ
る
東
京
地
裁
平
成
四
年
一
〇
月
三
〇
日
判
決
・
判
例
時
報
一
四
四
〇
号
一
五
八
頁
が
あ
る
。
原
審
は
、
主
意
的
訴
因
で
あ
る
電
子
計

算
機
使
用
詐
欺
罪
の
成
立
を
否
定
し
、
予
備
的
訴
因
で
あ
る
背
任
罪
の
成
立
を
認
め
て
有
罪
と
す
る
旨
の
判
決
を
し
た
の
に
対
し
、
控
訴
審
は
、
原

審
判
決
を
破
棄
し
た
上
で
電
子
計
算
機
使
用
詐
欺
罪
の
成
立
を
認
め
て
有
罪
と
す
る
旨
の
判
決
を
し
た
。

（
44
）

本
論
文
は
、
文
部
科
学
省
私
立
大
学
戦
略
的
研
究
基
盤
形
成
支
援
事
業
（
平
成
二
三
年
〜
平
成
二
七
年
度
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


